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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 日本私立学校振興・共済事業団 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成 27 年度（第３期） 

中期目標期間 平成 25～29 年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 高等教育局私学部 担当課、責任者 私学助成課、淵上 孝 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、信濃 正範 

 

３．評価の実施に関する事項 

・平成 28 年６月 20 日に関係職員を私学事業団の運営審議会に出席させ、私学事業団担当者から「日本私立学校振興・共済事業団助成業務に関する平成 27 年度計画業務実績自己評価書」の説明及び監

事からの意見を聴収した。 

・平成 28 年７月５日に政策評価に関する有識者会議 私学事業団ワーキングチーム会合を開催し、私学事業団役員等から自己評価に係る説明を聴取するとともに、主務大臣の評価案について、意見を

聴取した。 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

特になし 

 

 

５．日本私立学校振興・共済事業団ワーキングチーム 委員名簿 

主査：佐 野 慶 子  佐野公認会計士事務所 公認会計士 

石 堂 正 信  公益財団法人交通協力会 常務理事 

佐 藤 誠 二  同志社大学商学研究科特別客員教授 

田 中  清   銀座ファースト法律事務所 弁護士 

渡 辺 善 子  株式会社日本政策金融公庫 社外取締役 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

 １．全体の評定 

評定※１ 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

 

Ｂ：全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められる。 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況※２ 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

業務の質の向上 Ａ 

Ｂ Ｂ － － 業務運営の効率化 Ａ 

財務内容の改善等 Ａ 

評定に至った理由 項目別評定は業務の一部がＡであるものの、業務の大部分がＢであり、また全体の評定を引き下げる事象もなかったため、文部科学省所管の独立行政法人に関する評価の基準に基づ

きＢとした。 

 

  

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行われていると評価する。 

 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。 

 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

・補助金事業については、補助金の申請ミスの発生要因の分析と再発防止に向けた取組を継続して実施しているが、私立大学等改革総合支援事業において不当と指摘される事案が発

生していることから、引き続き、事業内容の改善や補助金の適正な使用に向けた周知内容の充実を図るなどの取組が望まれる。（ｐ１１参照） 

 

 

その他改善事項 特になし 

 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

特になし 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 特になし 

 

 

その他特記事項 特になし 

 

 

※１ Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

※２ 平成 25 年度評価までは、文部科学省独立行政法人評価委員会において総合評定を付しておらず、項目別評価の大項目について段階別評定を行っていたため、この評定を過年度の評定として参考に記載することとする。 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 

 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別

調書№ 
備考 ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

借入金利息の軽減 － Ｂ Ｂ   2-2-2  

 

１ 私立大学等に対する補助事業 Ａ Ｂ Ｂ   1-1  一般競争入札による調達価格の削減 － Ｂ Ｂ   2-2-3  

補助金配分方法の見直し状況 Ａ     1-1-1  節電行動計画の策定、使用電力の削減 － Ｂ Ｂ   2-2-4  

大学改革を支援するための重点配分 － Ｂ Ｂ   1-1-1-①  ３ 契約の適正化 Ａ Ｂ Ｂ   2-3  

地方創生のための重点配分 － － Ｂ   1-1-1-②  一般競争入札の状況 － Ｂ Ｂ   2-3-1  

被災地にある大学等への支援の継続 － Ｂ Ｂ   1-1-1-③  契約状況の監事による監査 － Ｂ Ｂ   2-3-2  

補助金制度の周知状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-1-2  契約状況の公表 － Ｂ Ｂ   2-3-3  

補助金申請方法の改善状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-1-3  ４ 内部統制の充実・強化 Ａ Ｂ Ｂ   2-4  

２ 学校法人等に対する貸付事業 Ａ Ｂ Ｂ   1-2  法人のミッションの周知徹底 － Ｂ Ｂ   2-4-1  

貸付対象・貸付条件の見直し及び貸付財源の確保状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-2-1  外部監査の実施 － Ｂ Ｂ   2-4-2  

延滞債権の回収に向けた取組状況 Ａ     1-2-2  内部監査の充実・強化 － Ｂ Ｂ   2-4-3  

適切な貸付の審査に係る取組 － Ｂ Ｂ   1-2-2-①  リスク管理 － Ｂ Ｂ   2-4-4  

貸付先法人の信用格付の変化のモニタリング － Ｂ Ｂ   1-2-2-②  情報セキュリティの維持・改善 － Ｂ Ｂ   2-4-5  

恒常的に滞納を繰り返す法人への取組 － Ｂ Ｂ   1-2-2-③  項目評定 Ａ Ｂ Ｂ     

リスク管理債権の抑制 － Ａ Ａ   1-2-2-④  Ⅲ.予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

３ 学校法人等に対する経営支援・情報提供事業 Ｂ Ｂ Ｂ   1-3  

 

１．収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現  Ａ Ｂ Ｂ   3-1  

経営改善等に向けた支援の取組状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-3-1  収支計画に沿った適切な運営状況 Ａ Ｂ Ｂ   3-1-1  

経営改善計画の作成支援状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-3-2  自己収入確保の状況 Ａ Ｂ Ｂ   3-1-2  

教育及び経営に関する情報の分析・提供状況 Ｂ Ｂ Ｂ   1-3-3  ２ 財務内容の管理・運営の適正化 Ａ Ｂ Ｂ   3-2  

私学版大学ポートレートの構築状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-3-4  財務内容の透明性等の確保の状況 Ａ Ｂ Ｂ   3-2-1  

学校法人会計基準の改正に対する措置状況 Ｂ Ｂ Ｂ   1-3-5  財務状態の健全性の確保の状況 Ａ Ｂ Ｂ   3-2-2  

４ 受配者指定寄付金事業 Ａ Ｂ Ｂ   1-4  ３人件費・管理運営の適正化 Ａ Ｂ Ｂ   3-3  

利用促進に向けた取組状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-4-1  ４ 予算  Ａ Ｂ Ｂ   3-4  

５ 学術研究振興基金事業 Ａ Ｂ Ｂ   1-5  ５ 収支計画 Ａ Ｂ Ｂ   3-5  

交付対象事業・採択基準等の見直し状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-5-1  ６ 資金計画 Ａ Ｂ Ｂ   3-6  

基金事業の広報活動状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-5-2  項目評定 Ａ Ｂ Ｂ     

６ 事業に関する情報開示 Ａ Ｂ Ｂ   1-6  Ⅳ.短期借入金の限度額 

ホームページ等を活用した情報開示の状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-6-1  
 

短期借入金の限度額 － － －     

公表資料のホームページへの掲載状況 Ａ Ｂ Ｂ   1-6-2  項目評定 － － －     

項目評定 Ａ Ｂ Ｂ     Ⅴ.その他、主務省令で定める業務運営に関する事項 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 

１ 施設・設備に関する計画 － － Ｂ   5-1  

 

１ 効率的な業務運営体制の確立 Ａ Ｂ Ｂ   2-1  ２ 人事に関する計画 Ａ Ｂ Ｂ   5-2  

２ 経費等の見直し・効率化 Ａ Ｂ Ｂ   2-2  適切な人員配置の状況 Ａ Ｂ Ｂ   5-2-1  

予算の執行状況の定期的な精査 － Ｂ Ｂ   2-2-1  人材確保に向けた取組状況 Ａ Ｂ Ｂ   5-2-2  
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 ※平成２５年度評価までの評定は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成１４年３月２２日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。 

また、平成２６年度以降の評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

平成２５年度評価までの評定 平成２６年度評価以降の評定 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評定を付す。） 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、または中期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達

成度が１００％以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％以上１

００％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。） 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の

120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営

の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 

  

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

 

職員の資質・能力向上に向けた取組状況 Ａ Ｂ Ｂ   5-2-3  

３ 研修等助成に関する計画 Ａ Ｂ Ｂ   5-3  

４ 中期目標期間を超える債務負担 － － －   5-4  

項目評定 Ａ Ｂ Ｂ     
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ 

１―１ 

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

私立大学等に対する補助事業 

当該事業実施に 

係る根拠 

日本私立学校振興・共済事業団法 第２３

条 第１号 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標６－１特色ある教育研究を展開す

る私立学校の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー 158 私立大学等

経常費補助 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

アンケー

ト理解度

（責任者） 

計画値 90%以上 90%以上 90.0% 90.0% 90.0%    人件費 166 169 151   

実績値 － 91.0% 94.5% 93.0% 95.2%    業務経費 150 191 161   

達成度 － 101.1% 105.0% 103.3% 105.6%    （貸付事業収益） (1,952) (1,959) (1,686)   

アンケー

ト理解度

（入門者） 

計画値 90%以上 90%以上 90.0% 90.0% 90.0%    従事人員数 21 21 20   

実績値 － 92.5% 94.2% 93.1% 89.2%    注 1上記の数値は、財務諸表付属明細書セグメント情報を基に算出した。 
注 2単位は百万円未満切り捨てである。 
注 3貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 
注 4従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 
 
※助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、
本事業の人件費・業務経費のみを賄うものではない。また、利益が生じた場合には、私学の研
修事業を行う団体に対し助成を行うことで、いわば私立学校に利益を還元する事業を展開して
いる。なお、これらの事業を実施するために、国からの運営費交付金は受けていない。 

達成度 － 102.8% 104.7% 103.4% 99.1%    

説明会 

実施回数

（責任者） 

実績値 － － 6 回 6 回 6 回    

説明会 

実施回数

（入門者） 

実績値 － － 6 回 6 回 6 回    

説明会 

参加者数

（責任者） 

実績値 － － 3,039 人 3,056 人 3,048 人    

説明会 

参加者数

（入門者） 

実績値 － － 1,911 人 1,795 人 1,716 人    

実地調査

法人数 

（学校数） 

実績値 － － 
55 法人 

74 校 

72 法人 

91 校 

72 法人 

93 校 
   

注）人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1)各大学等に対す

る補助金の交付

については、関係

法令及び交付要

綱等を遵守した

適正な配分を行

うとともに、「大

学力」の向上のた

め、定員充足状

況、教育情報・財

務情報の公表状

況、教育研究の質

の向上に資する

取組等に応じた

増減など、明確な

メリハリある配

分・一層の重点投

資を実施するこ

とで、私立学校の

ガバナンスの強

化を推進し、経営

基盤の強化を促

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)文部科学省にお

ける私学振興政策

等の状況を踏まえ

つつ、「大学力」の

向上のため、定員

充足状況、教育情

報・財務情報の公

表状況等による増

減や、教育研究の

質の向上に資する

取組等に応じた支

援など、明確なメ

リハリある配分・

一層の重点投資を

実施することで、

私立学校のガバナ

ンスの強化を推進

し、経営基盤の強

化を促進するた

め、文部科学省と

協議を行い、配分

方法の適時適切な

見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)補助金の適切

な配分を行う

ため、以下の取

組を行う。 

 

①大学教育の質

的転換や、特色

を発揮して地

域の発展を重

層的に支える

大学づくり、産

業界や国内の

大学等と連携

した教育研究、

グローバル化

など、組織的・

体系的に取り

組む大学改革

を支援するた

めの重点配分

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

 

〈その他の指標〉 

私立大学のガバナンス

の強化を推進し、経営

基盤の強化を促進する

ための補助金配分方法

の見直し実施状況 

 

〈評価の視点〉 

大学改革を支援するた

めの重点的な配分が行

われているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

１私立大学等に対する補助事業（実績報告書P.29～38 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

私立大学等改革総合支援事業におい

て、設問の新設・廃止等の見直しを行

うとともに、タイプごとの選定率のバ

ランスを考慮し、支援対象校数を見直

すことで、より大学等の実態に即した、

メリハリのある配分を行うことができ

たためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢであるこ

とを踏まえ、「私立大学等に対する補

助事業」については中期目標に向かっ

て順調に実績を上げているといえる

ことから、評定をＢとする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 組織的・体系的な大学改革に取り組

む大学等を支援する私立大学等改革

総合支援事業について、タイプごとの

支援対象校数の見直し、研究者等の年

齢要件の廃止、情報の公表状況による

傾斜配分の強化、地方への就労に関す

る取組の評価項目の見直し、社会人の

受入れ環境整備への加算措置、大学院

等の機能の高度化に係る見直しなど、

大学改革を重点的に支援するための

補助金の配分方法の見直しを適切に

実施しており、中期目標に向かって順

調に実績を上げていると言える。自己

評価に記載の内容で適切な評価が行

われていると認められることから、評

定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存な

し。 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

１ 私立大学等に対する補助事業 

(1) 補助金の適正かつ効率的な配分を行うため、7 回にわ

たり文部科学省との協議を重ね、一般補助、特別補助

の項目変更などについて、以下の検討及び見直しを行

った。 

  ①大学改革を支援するための重点配分 

25 年度から実施している「私立大学等改革総合

支援事業」については、タイプごとの選定率の

バランスを考慮し、タイプ 3 と 4 の支援対象校

数を見直した(タイプ 3 50→75、タイプ 4 100

→75)。 

タイプ 1：「教育の質的転換」 

タイプ 2：「地域発展」 

タイプ 3：「産業界・他大学等との連携」 

タイプ 4：「グローバル化」 

また、以下のとおり、文部科学省と合同で私立

大学等改革総合支援事業委員会を開催した。 

   ①5 月 18 日 設問・配点等の決定 

   ②11 月 9 日 採択校の選定 

 

【一般補助】 

・研究旅費の範囲の拡大 

移動手段の多様化に対応するため、補助対象

である経常的経費のうち、研究旅費の対象経費

に車賃を追加した。 

・ポスト・ドクター(ＰＤ)及び研究支援者の要件

緩和 

社会人を経て研究者を目指すなど、研究者の

進路多様化を踏まえ、取扱いを緩和した。 

対象要件のうち、年齢に関する要件を廃止した

(従来は、ポスト・ドクターは採用初年度 4 月 1

日現在で満 35 歳未満、研究支援者は当該年度 4

月 1 日現在で満 35 歳以上)。 

・年金一元化後の長期給付掛金の補助金上の取扱
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い 

平成 27 年 10 月の被用者年金制度の一元化に

より、現行の長期給付掛金が、厚生年金保険料

と退職等年金給付掛金に分かれるが、いずれも

補助対象経費として取り扱うこととした。 

・情報の公表状況による傾斜配分の強化 

公表が相当程度進んでいる状況に鑑み、非公

表の法人に公表を促す観点から取扱いを厳格化

した。 

「教育研究上の基礎的な情報」「修学上の情報

等」「財務情報」の区分において、補正率を現

行の 3 倍に強化した。これにより、各区分にお

いて現行で最大マイナス 5％となっていた補正

率が最大マイナス 15％となった。 

 

【特別補助】 

・成長力強化に貢献する質の高い教育 

「就職支援・就業力育成の充実」（評価項目変更） 

地方への就労に関する取組みを積極的に進め

る大学等を支援するため、評価項目を見直し、

地方企業等への就職率など新たに 4 つの項目を

設けた。 

・社会人の組織的な受入れ 

「社会人の受入れ環境整備」（算定方法変更） 

従来の算定で使用していた「取組数」×「単

価」に調整率を乗じることとし、過去 3 年平均

比での社会人学生増加率による加算措置を設け

た。また、対象となる取組み内容を見直した。 

・大学院等の機能の高度化 

①「大学院における研究の充実」（評価項目変更） 

補助金額の調整率に使用する女性研究者支援

の取組みについて、対象となる項目を見直し

た。 

②「戦略的研究基盤形成支援」（選定対象新設） 

「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」とし

て文部科学大臣の指定を受ける事業に「地方等

強化枠」が新設された。「地方等強化枠」の対

象は、三大都市圏(過疎地域を除く)外に所在す

る大学・研究拠点、又は収容定員 8 千人未満の

中小規模の大学となった。 

③「法科大学院支援」（算定方法変更） 
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②２０２０年度

（平成３２年

度）以降の１８

歳人口の急激

な減少を見据

え、経営改革や

地域発展に取

り組む私立大

学等に対して、

重層的に支援

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

 

〈その他の指標〉 

経営改革や地域発展に

取り組む私立大学等に

対する、重層的な支援

の実施状況 

 

〈評価の視点〉 

経営改革や地域発展に

取り組む私立大学等を

重層的に支援するため

の配分が行われている

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「法科大学院の組織見直しを促進するための公

的支援の見直しの更なる強化について」(平成

25 年 11 月 11 日文部科学省決定)を踏まえ、算

定方法を見直した。 

従来は公的支援の見直し対象となった特定の

大学院に対してのみ減額調整を実施していた

が、すべての法科大学院に対して加減算を行

うこととなった。加減算は司法試験の合格率

等の指標により、5 つの類型に分類したうえで

行うこととした。 

 

②地方創生を支援するための重点配分 

平成 32 年度以降の 18 歳人口の急激な減少を見

据え、経営改革や地域発展に取り組む大学等に対

して、「私立大学等経営強化集中支援事業」「地

方の「職」を支える人材育成」等による支援を実

施することとした。 

・「私立大学等経営強化集中支援事業」 

大学内・大学間でのスピード感ある経営改革

を進め、地方に高度な大学機能の集積を図る地

方の中小規模大学等を新たに集中的に支援する

もので、経営改革に向けた取組み(経営の新陳代

謝)を点数化し、獲得点数の多寡等に応じた傾斜

配分を行うこととした。 

支援対象校は、地方の中小規模大学等とし、

東京・千葉・埼玉・神奈川・愛知・京都・大阪・

兵庫(これらの過疎地域は除く)以外の道府県に

所在し、かつ収容定員が 2 千人以下であること

とした。 

また、以下のとおり、文部科学省と合同で私

立大学等経営強化集中支援事業委員会を開催し

た。 

①5 月 8 日 設問・配点等の決定 

②28 年 1 月 25 日 採択校の選定 

・「地方の「職」を支える人材育成」 

人口移動が就労時に集中していることを踏ま

え、地方の「職」を支える人材育成を進め、地

方への就労に関する取組みを積極的に進める大

学等を支援するもので、地方企業等への就職率

や地方企業等でのインターンシップ実施率等を

評価項目とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

経営改革を進める地方の中小規模大

学等を対象に、私立大学等経営強化集

中支援事業を新たに創設し、経営基盤

の強化を図るとともに、地方への就労

に関する取組みを積極的に進める大学

等を支援し、経営改革や地域発展に取

り組む大学等を重層的に支援したため

Ｂとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 平成３２年度以降の１８歳人口の

急激な減少を見据え、経営改革に取り

組む地方の中小規模大学等を新たに

支援する事業の創設、地方への就労に

関する取組を積極的に進める大学等

を支援するなど、経営改革や地域発展

に取り組む大学等を重層的に支援し

ている。 

 また、文部科学省と連携し「平成

28 年度以降の定員管理に係る私立大

学等経常費補助金の取扱いについて」

の通知を発出し、平成 31 年度から減

額措置を導入することで、地方創生や

定員管理の強化を図るなどの見直し

を進めており、中期目標に向かって順

調に実績を上げていると言える。自己

評価に記載の内容で適切な評価が行

われていると認められることから、評

定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存な

し。 
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定員規模 ８，０００人未満 ８，０００人以上

充足率 １．３倍以上 １．２倍以上

定員規模 4,000人未満
4,000人以上
8,000人未満

8,000人以上

２８年度 １．３倍以上 １．２７倍以上 １．１７倍以上

２９年度 １．３倍以上 １．２４倍以上 １．１４倍以上

３０年度 １．３倍以上 １．２０倍以上 １．１０倍以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③東日本大震災

の被災地にあ

る大学等の安

定的な教育環

境の整備や授

業料減免等へ

の支援を引き

続き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

 

〈その他の指標〉 

被災地にある大学等の

支援の継続的な実施状

況 

 

 

○「平成 28 年度以降の定員管理に係る私立大学等経常

費補助金の取扱について(通知)」の発出 

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015－ローカ

ル・アベノミクスの実現に向けて－」(平成 27 年 6

月 30 日 閣議決定)を受け、地方創生及び定員の適正

管理に資することを目的として、平成 27 年 7 月 10

日付けで、文部科学省私学部長と私学事業団理事長

の連名による「平成 28 年度以降の定員管理に係る私

立大学等経常費補助金の取扱について」の通知を各

学校法人あてに発出した。 

  主な内容は以下のとおり。 

【現行】不交付となる入学定員充足率「学部等単位」

又は「学校単位」 

 

 

 

【改正の内容】 

なお、一般補助の学生単価の計算において、入学

定員充足率 1.0 倍を超える学生分は算定人数に含め

ないという現状の取扱いに加えて、平成 31 年度から

収容定員の規模にかかわらず、入学定員充足率が 1.0

倍を超える場合に超過入学者数に応じた学生経費相

当額を減額する措置を行うこととした。一方で、定

員管理のインセンティブとして、0.95 倍以上～1.0

倍以下の場合には、一定の増額措置を行うこととし

た。 

 

③東日本大震災復興支援への重点配分 

東日本大震災の被災地にある大学等の安定的な教

育環境の整備や授業料減免等への支援を実態に即し

て引き続き行うこととした。 

また、「被災私立大学等復興特別補助」では、福

島県内の大学等（震災前より入学者数が減少してい

る大学に限る）については、引き続き以下の支援を

行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

被災地にある大学等の教育環境

の整備や授業料減免等への支援を

引き続き行うとともに、「被災私

立大学等復興特別補助」において

も、福島県内の大学等について学

生募集経費の増額等の支援を引き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 被災地にある大学等の安定的な教

育環境の整備や授業料減免等への支

援を継続しており、年度計画を着実に

実施していると言えることから、自己

評価に記載の内容で適切な評価が行

われていると認められるため評定を

Ｂとする。 
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(2) 各大学等に対

し、補助金制度へ

の理解を深め、補

助金の適正な使

用を周知徹底す

る取組を強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 私立大学等のニ

ーズを踏まえ、補

助金の適正な申請

及び使用を周知徹

底するため、補助

金説明会の充実を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 補助金の適

正な申請及び

使用を周知徹

底するため、以

下の取組を行

う。 

① 参加 者の 習

熟度やニーズ

等に応じたコ

ース別の説明

会 を 実 施 す

る。 

また、会計検

査院実地検査

における指摘

例をもとに、

申請ミスの発

生要因を分析

し再発防止に

向けた説明内

容 を 充 実 す

る。 

なお、説明内

容の理解度等

に関するアン

ケートを実施

し、理解度９

０％以上を目

指す。 

 

〈評価の視点〉 

被災地にある大学等を

支援するための配分が

行われているか 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

ア ン ケ ー ト 理 解 度

90％以上 

 

〈その他の指標〉 

申請ミスの発生要因の

分析を踏まえた説明内

容の充実への取組、補

助金説明会、研修、広

報誌等を通じた注意喚

起の実施、現地調査の

実施状況 

 

〈評価の視点〉 

補助金の適正な申請及

び使用の周知徹底に取

り組んだか。 

申請ミスの発生要因の

分析と再発防止に向け

た取組を実施し、事業

の改善に努めたか。 

また、私立大学等改革

総合支援事業について

は、補助事業の効果を

示すことができるよ

う、文部科学省とも連

携の上、各大学の取組

について適切に把握を

行うよう努めたか。【平

成 26年評価結果】 

・学生経費の増額 

学生一人当たり 10 万円(外国人留学生一人当た

り 3 万円)を上乗せ補助 

・外部リソースを活用した魅力ある教育プログラム 

学生確保のため、他の大学や教育機関（例：英

会話スクール）と提携した教育プログラムを支援 

≪所要経費の 3/4≫ 

・学生募集経費 

大学の安全性等を広報するための学生募集経費

を支援 ≪所要経費≫ 

 

(2) 補助金制度への理解を深め、補助金の適正な使用

を周知徹底するため、以下の取組みを行った。 

① 私立大学等経常費補助金説明会 

学校法人の補助金事務担当者を対象に開催し

た。説明会の構成は、26 年度と同様、1 日目を入

門者編、2 日目を補助金事務責任者編とした。 

入門者編では、前年度の「一般補助の仕組みと

申請事務の流れ」「特別補助の仕組みと申請事務

の流れ」「会計検査院の実地検査の概要」の 3 部

構成から大幅に変更し、責任者編と重複する項目

は省き、補助金の制度全般、計算方法及び適正な

申請に向けて留意事項などについて、初心者に理

解して欲しい内容に焦点を絞り、「補助金制度の

概要」と「具体的事例に基づく補助金計算の仕組

み」の 2 部構成としたプログラムに変更した。 

補助金事務責任者編では、配分方法の変更点、

申請上の留意点及び会計検査院の実地検査状況

等について説明し、それぞれ補助金の適正な申請

及び使用に関する注意を喚起した。 

特に会計検査院の実地検査については、前年度

の検査報告で不当事項として指摘された事項に

ついて、申請ミスの発生原因と再発防止案を事例

ごとに詳しく解説することにより、同種の事態を

引き起こさないよう注意を喚起し、再発防止を促

した。 

また、改革総合支援事業については、前年度の

20 分間から 40 分間へと時間を拡大し、個々の設

問ごとの変更点・注意点をていねいに説明した。 

 

【入門者向け】 

続き行ったためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

補助金説明会において、入門者

編では構成を見直し、責任者編で

は、会計検査院実地検査の指摘例をも

とに、申請ミスの発生要因の分析、再

発防止に向けた具体的な取組みを紹介

するなど、内容の充実を図った。 

その結果、理解度は 93.9％と、

全体目標の 90％を超えることがで

きた。 

また、私立大学等改革総合支援

事業については、各大学の取組に

ついて適切に把握するため、26 年

度と同様に実地調査を行い、調査

において申請事務等の指導・助言を行

うことで周知徹底に努めたためＢと

した。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存な

し。 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

補助金事務担当者のレベルに応じ

た内容となるよう、入門者向け説明会

の構成を大幅に見直した結果、高評価

であったものの、理解度は下がってい

る。しかし、理解度低下の理由につい

て適切に分析しており、責任者向け説

明会における理解度を含めると 90％

以上となっている。また、課題となっ

ていたアンケートの回収率について、

回収方法を改めたことにより、大幅に

上昇しており、総合的に判断すると、

全体目標を達成していると評価でき

る。 

このほか、補助金の配分基準を公開

し、申請上注意すべき点等について電

子窓口や広報誌、研修会において注意

喚起するなど私立大学等が補助金制

度の理解を深めるための取組を適切

に行っている。 

また、26 事業年度評価における課

題への対応については、申請ミスの発

生要因の分析と再発防止に向けた取

組を継続して実施するとともに、私立

大学等改革総合支援事業については、

文部科学省とも連携して実地調査を

行い、各大学の取組について適切に把

握し、補助金説明会で各大学にフィー

ドバックするなど、適切な取組を実施

していると言える。 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 2・4 日 東京会場：文京学院大学 

参加法人数 274 法人 参加人数 806 人 

6 月 9 日 名古屋会場：愛知大学 

参加法人数 63 法人 参加人数 153 人 

6 月 11 日 札幌会場：北海学園大学 

参加法人数 25 人 参加人数 93 人 

6 月 18 日 大阪会場：近畿大学 

参加法人数 147 法人 参加人数 418 人 

6 月 25 日 福岡会場：福岡工業大学 

参加法人数 64 法人 参加人数 163 人 

6 月 30 日 仙台会場：仙台ガーデンパレス 

参加法人数 27 法人 参加人数 83 人 

計：600 法人・1,716 人 

 

【責任者向け】 

6 月 3・5 日 東京会場：文京学院大学 

参加法人数 345 法人 参加人数 1,421 人 

6 月 10 日 名古屋会場：愛知大学 

参加法人数 75 法人 参加人数 288 人 

6 月 12 日 札幌会場：北海学園大学 

参加法人数 31 法人 参加人数 140 人 

6 月 19 日 大阪会場：近畿大学 

参加法人数 177 法人 参加人数 731 人 

6 月 26 日 福岡会場：福岡工業大学 

参加法人数 81 法人 参加人数 316 人 

7 月 1 日 仙台会場：仙台ガーデンパレス 

参加法人数 42 法人 参加人数 152 人 

計：751 法人・3,048 人 

※ 両コースの参加法人数及び参加人数 

合計：1,351 法人・4,764 人 

 

補助金説明会において、参加者全員を対象とし

てアンケートを実施した結果、参加者の理解度は

93.9％(26 年度 93.0％)で、目標とした 90％を超

えた。 

内訳としては、責任者向けが 95.2％ (26 年度 

93.0％)であり、今年度プログラムの大幅変更を行

った入門者向けは 89.2％(26 年度 93.1％)であっ

た。 

アンケートで提出された意見を分析したところ、

入門者向けプログラムを変更したことは高評価で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのことから、中期目標に向か

って順調に実績を上げていると言え、

自己評価に記載の内容で適切な評価

が行われていると認められることか

ら、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改

善方法＞ 

 補助金の申請ミスの発生要因の分

析と再発防止に向けた取組を継続し

て実施しているが、私立大学等改革総

合支援事業において不当と指摘され

る事案が発生していることから、引き

続き、事業内容の改善や補助金の適正

な使用に向けた周知内容の充実を図

るなどの取組が望まれる。 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存な

し。 
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② 配分 方法 の

変更点や申請

上注意すべき

点等について

説 明 会 の ほ

か、電子窓口、

私学関係団体

の研修会及び

広報誌などを

通じて学校法

人に対して注

意 を 喚 起 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あったが、特に「具体的事例に基づく補助金計算

の仕組み」は初めての試みであったため、理解度

が下がったものと分析している。 

(入門者向けプログラムの理解度内訳 ①「補助金

制度の概要」94.0％②「具体的事例に基づく補助

金計算の仕組み」84.4％) 

また、回収率の向上に向けて、アンケートの回収

方法を改め、後日メールにて提出する方式にした

ところ、責任者向けが 86.0％(26 年度 62.9％)、

入門者向けが 91.1％(26 年度 81.5％)となった。 

 

 

② 文書による注意喚起・配分基準の公開等 

各調査票を電子窓口に掲載する際、質問が多く寄せら

れた事項について、Q＆Aを添付し周知した。 

 

（電子窓口掲載状況） 

・4月 27 日：一般補助調査票(学生数等) 

・5月 28 日：一般補助調査票(収入支出等) 

・5月 29 日：私立大学等改革総合支援事業に係る調査票 

      私立大学等経営強化集中支援事業に係る調査票 

・7月 1日：一般補助調査票(役員報酬等) 

・7月 23 日：改革総合調査票(Q＆A)[追加版] 

・7月 31 日：一般補助調査票(情報公表) 

特別補助調査票(人数系・取組系) 

・8月 4 日：経営強化調査票(Q＆A)[追加版] 

・9 月 4 日：一般補助調査票(学校法人経営状況) 

・9月 18 日：特別補助調査票(経費系) 

・10 月 9 日：一般補助調査票(教員経費等) 

・10 月 30 日：一般補助調査票(研究旅費等) 

 

・平成 27 年度の私立大学等経常費補助金取扱要領及

び私立大学等経常費補助金配分基準をホームペー

ジに公開した（28 年 3 月 10 日）。 

 ・平成 28 年度私立大学等経常費補助金の配分方法に

ついて、電子窓口にて周知した（28 年 3 月 24 日）。 

 

『月報私学』による配分方法等の周知 

・平成 26 年度最終交付状況と配分方法の主な変更点

(4 月号) 

・平成 27 年度予算(4 月号) 
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③大学等の補助

事業の実施状

況について実

地調査を行う

とともに申請

事 務 等 の 指

導・助言を行

う。 

なお、「私立

大 学等 改革 総

合支援事業」に

係 る調 査を 引

き 続き 文部 科

学 省と 協力 し

て実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 27 年度補助金説明会（5 月号） 

・平成 27 年度配分方法の主な変更点(7 月号) 

・平成 27 年度第一次交付(12 月号) 

・会計検査院の実地検査結果(12 月号) 

 

私学関係団体等の講演・研修会等を利用した補助

金制度の周知徹底 

・関東私立短期大学協会（9 月 7 日） 

・千葉県私立大学短期大学協会（9 月 11 日） 

・日本私立医科大学協会（10 月 1・2 日） 

・日本私立大学協会（10 月 15・16 日） 

・日本私立短期大学協会（11 月 11・12 日） 

・日本私立大学連盟（12 月 11 日） 

・日本私立医科大学協会（28 年 2 月 4・5 日） 

・東京都私立短期大学協会（28 年 3 月 4 日） 

 

③ 補助金交付法人への実地調査 

補助金の適正な申請及び使用の状況を確認するため、72

法人 93 校（うち 72 法人 81 校は私立大学等改革総合支援

事業選定校）に対して実施し、申請事務等の指導・助言を

行った。（26 年度は 72 法人 91 校 うち 69 法人 83 校は私

立大学等改革総合支援事業選定校） 

事業団の平成 27 年度の調査状況は以下のとおりである。 

・北海道地区 北海道 2 法人 3 校(6 月 10 日) 

・東北地区  岩手県 2 法人 3 校(10 月 29・30 日) 

宮城県 2 法人 2 校(7 月 2日) 

秋田県 1 法人 1 校(10 月 28 日) 

・関東地区  茨城県 1 法人 1 校(12 月 9 日) 

栃木県 3 法人 4 校(12 月 2～4 日) 

埼玉県 3 法人 4 校(9 月 9 日、11 月 26

日 27 日) 

千葉県 5 法人 5 校(9 月 10 日、10 月 14

日、11 月 13・18・24 日) 

東京都 21 法人 24 校(9 月 9・15・29・

30 日、10 月 6・8・16・28・30 日、11 月

5・6・16・18・20・25 日、12 月 7～9・

11 日) 

神奈川県 2法人 3校(11 月 4・17 日) 

・信越地区  新潟県 3 法人 5 校(11 月 11～13 日) 

・中部地区  静岡県 1 法人 2 校(12 月 2 日) 

愛知県 6 法人 9 校(6 月 11 日、11 月 10
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(3) 文部科学省の

補助金制度の見

直し等の状況を

踏まえつつ、学校

法人に対する経

常費補助金の配

分方法の適時適

切な見直しを行

い、補助効果を高

めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 補助金の適正な

執行を確保しつ

つ、私立大学等の

事務負担に配慮

し、申請書類等の

見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 申請書の記

入例やＱ＆Ａ

を充実するな

ど、調査票の様

式や記入要領

等の見直しを

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

 

〈その他の指標〉 

調査票の様式、記入要

領等の見直しの実施状

況 

 

〈評価の視点〉 

補助金の適正な執行を

確保しつつ、私立大学

等の事務負担や申請上

のミスの削減に向けた

申請書類等の見直しが

されているか 

～12 日、12 月 3日) 

三重県 3 法人 4 校(10 月 20～22 日) 

・北陸地区  福井県 1 法人 2 校(12 月 4 日) 

・近畿地区  大阪府 5 法人 6 校(6 月 17 日、10 月 28

～30 日) 

兵庫県 3 法人 4 校(12 月 2～4日) 

・中国地区  山口県 2 法人 3 校(10 月 21・22 日) 

   ・九州地区  福岡県 3 法人 4 校(6 月 24 日、10 月 23

日) 

熊本県 3 法人 4 校(10 月 21～23 日) 

なお、26 年度に引き続き「私立大学等改革総合支援事業」

については文部科学省と協力し、各大学等の改革の成果を

文部科学省が確認し、調査票に記載された取組みの実施状

況を事業団が確認することとし、それぞれ実地調査を行っ

た。 

また、当事業について、設問ごとの実施率を比較し

たところ、平均点が上昇するなど教学改革への取組

が進んでおり、その結果を文部科学省のホームペー

ジに公表するとともに、私立大学等経常費補助金説

明会において、教学改革の取組状況について説明し

た。 

 (参考) 

「私立大学等改革総合支援事業」に係る実地調査

において文部科学省実施法人は 5 法人 5 校であ

る(上記の外数)。 

 

(3)調査票の様式や記入要領の見直し 

特別補助の一部の項目において、調査票の様式と記入例

を見直すとともに、「私立大学等改革総合支援事業」のQ

＆Aの充実を図った。 

また、新規補助項目である「私立大学等経営強化集中支

援事業」においては、申請要件の理解・確認を促進するた

め、「私立大学等改革総合支援事業」と同様に、以下の資

料を調査票に添付することとした。 

  ・証ひょう書類と突合した上で調査票を提出してもらう

ためのチェックリスト 

  ・申請内容を多角的な視点で確認できる資料として、設

問ごとに調査票・Q＆A・チェックリストを統合した資

料（統合版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

特別補助の一部の項目において、調

査票の様式と記入例を見直すととも

に、「私立大学等改革総合支援事業」の

Q＆Aの充実を図り、27 年度に創設した

私立大学等経営強化集中支援事業にお

いても、Q＆Aやチェックリストを作成

し、制度の理解と申請上のミスがない

よう努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 調査票の様式や記入例の見直し、私

立大学等改革総合支援事業の Q&A の

充実、新たに創設した私立大学等経営

強化集中支援事業に係るチェックリ

スト等の作成など、私立大学等の事務

負担や申請上のミスの削減に向けた

取組が適切に実施されていることか

ら、中期目標に向かって順調に実績を

上げていると言える。よって、自己評

価に記載の内容で適切な評価が行わ

れていると認められるため、評定をＢ

とする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改
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４．その他参考情報 

特になし 

 

  

善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存な

し。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅰ）１―２ 学校法人等に対する貸付事業 

当該事業実施に 

係る根拠 

日本私立学校振興・共済事業団法 第  

２３条 第２号 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標６－１特色ある教育研究を展開す

る私立学校の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー 160 私立学校

施設高度化推進事業費補助金 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

リスク管

理債権 

計画値 3.0%以下 3.0%以下 3.0% 3.0% 3.0%    人件費 170 172 181   

実績値 － 2.87% 1.94% 1.67% 1.33%    業務経費 176 213 205   

達成度 － 104.3% 135.3% 144.3% 155.7%    （貸付事業収益） (1,952) (1,959) (1,686)   

融資件数 実績値 － － 182 件 191 件 192 件    従事人員数 19 19 20   

学校法人

訪 問 数

（延べ） 

実績値 － － 81 法人 35 法人 9 法人    

注 1上記の数値は、財務諸表付属明細書セグメント情報を基に算出した。 
注 2単位は百万円未満切り捨てである。 
注 3貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 
注 4従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 
 

※助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で

賄っており、本事業の人件費・業務経費のみを賄うものではない。また、利益が生じ

た場合には、私学の研修事業を行う団体に対し助成を行うことで、いわば私立学校に

利益を還元する事業を展開している。なお、これらの事業を実施するために、国から

の運営費交付金は受けていない。 

県庁訪問

数 
実績値 － － 46 10 2    
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1) 学 校 法 人

等 の 資 金 需

要 を 踏 ま え

て 貸 付 規 模

を 適 切 に 把

握 す る と と

も に 、 貸 付

財 源 の 安 定

的 確 保 に 努

める。また、

適 宜 貸 付 対

象 と な る 事

業 、 貸 付 条

件 の 見 直 し

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校法人等

の資金需要を

踏まえ、適宜貸

付対象となる

事業、貸付条件

の見直しを行

う。また、貸付

財源の安定的

確保に努める。 

 

 

①学校法人の

施設整備計画

及び借入ニー

ズを把握する

ため、引き続き

調査等を行い、

貸付対象とな

る事業、貸付条

件の見直しを

適宜行う。 

また、私立

学校施設の

耐震化を促

進するため、

長期低利融

資や利子助

成制度の周

知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学 校 法 人 等 の

資 金 需 要 を 踏 ま

え、適宜貸付対象

となる事業、貸付

条 件 の 見 直 し を

行う。また、貸付

財 源 の 安 定 的 確

保に努める。 

 

 

 

①貸付事業の利用

促進方策として

以下の取組を行

う。 

ア 借入希望のア

ンケート調査や

融資利用に関す

るアンケート調

査などにより、

今後の借入ニー

ズを把握し、貸

付条件の見直し

を検討する。 

 

イ 施設整備計画

がある学校法人

等を積極的に訪

問し、長期低利

融資や利子助成

制度を活用した

融資の利用促進

を図る。 

 

ウ 平成２７年度

以降に借入を希

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

学校法人のニーズを踏ま

えた、貸付事業の利用促進

に向けた各種取組の状況 

〈評価の視点〉 

利用促進の取組が実施さ

れているか、学校法人のニ

ーズを踏まえた貸付条件

の見直しが検討されてい

るか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

２ 学校法人等に対する貸付事業（実績報告書P.39～52

参照） 

＜主要な業務実績＞ 

２ 学校法人等に対する貸付け事業 

(1) 貸付事業の利用促進を図り、安定した貸付財源を確

保するための取組み 

 

 

 

 

① 利用促進方策 

ア 借入希望アンケート調査、融資相談会等による借

入需要の把握 

・「平成 28 年度施設・設備計画および事業団資金

の借入希望についてのお願い」（借入希望アン

ケート調査の実施） 

対象：大学法人～専修学校法人  4,204 法人 

実施：28 年 2 月 19 日  

提出期限：28 年 3 月 17 日 

（参考） 

26 年度に実施した平成 27 年度施設・整備計画

および事業団資金の借入希望についてのアン

ケートについては、4,889 法人を対象に実施

し、1,478 法人から回答を受けている。 

 ・文部科学省からの依頼による「私立学校校舎等

実態調査」の実施 

対象：大学法人、短期大学法人及び高等専門学

校法人 668 法人 

実施：5 月 22 日 提出期限：6 月 19 日 

回答：668 法人 

・融資利用に関するアンケート調査の集計 

26 年度貸付法人に対して、資金交付後おおむ

ね 1 か月以内（完了報告書作成依頼時）に、事

業団融資制度の利用についてアンケート調査を

行っていたものを集計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

融資のニーズに的確に応えるた

めの施策（借入希望アンケート調

査、融資利用に関するアンケート

調査、融資相談会等）を実施し、

適切に貸付対象となる事業や貸付

条件の見直しを行うとともに、貸

付財源の安定的確保に努めたため

Ｂとした。 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 ５つの項目うち評定がＡである

項目が１つあるものの、４つは評定

がＢであることを踏まえ、「学校法

人等に対する貸付事業」については

中期目標に向かって順調に実績を

上げているといえることから、評定

をＢとする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

利用促進のための学校法人への

訪問数や県庁訪問数は、借入希望数

の増加を理由に昨年度より減少し

ているものの、学校法人等のニーズ

に応えるためのアンケート調査や

相談会は継続して実施しており、こ

れらを踏まえた学校法人等の経営

ニーズに応じた支援の検討や貸付

対象となる事業の見直しを実施す

るなど貸付事業の利用促進に向け

た取組を着実に実施していると評

価できる。 

また、私立学校施設の耐震化を加

速するための長期低利融資の需要

増加に伴い、財政融資資金による長

期借入金を増額し、財源の安定的な

確保に努めたことも評価できる。 

このほか、耐震化促進のための利

子助成制度の創設による耐震化支

援の継続、幼稚園から認定こども園

に移行する場合の融資率及び資産

査定の優遇措置を実施するなど、学

校法人のニーズを踏まえた貸付条

件の見直しは適切に行われている

評定 Ｂ 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

望又は検討して

いる学校法人等

に対し、個別の

相談会を実施す

る。 

 

エ ホームページ

等を活用して貸

付制度の周知を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：平成 26 年度貸付法人 158 法人 

回答：133 法人 

   「融資制度」については、利用者の 89％が魅力

的だと感じている。魅力度が高い順に、金利（低

利・固定）、借入期間（最長 20 年）、金利（無

利子期間）、償還方法（元金均等）となってい

る。 

全体でみると 66％が「以前に利用したことの

ある法人」であり、大学および高校法人による

融資利用のきっかけの最上位となっている。「融

資の利便性」については 70％が利用しやすい制

度と感じており、「職員の対応」についても 96％

が満足している結果であった。 

   ・ニーズを踏まえた貸付条件の見直し 

学校法人等の資金需要と私立学校の経営ニー

ズに応じた支援の在り方及び、貸付対象となる

事業について見直しを検討し、「耐震化促進の

ための利子助成制度」と「幼稚園から認定こど

も園に移行する場合の優遇融資制度」を、28 年

度から新設するよう文部科学省に要望した。 

その結果、平成 28 年度予算において「耐震化

促進のための利子助成制度」については耐震化

低利融資と同等の支援を継続するため、現行の

利子助成制度のうち、耐震改築等事業の新規融

資分における利子助成期間および学校法人の負

担金利の変更が認められた。 

また、耐震化促進のための利子助成制度につ

いて制度改正を踏まえてシステム開発を行っ

た。 

   「幼稚園から認定こども園に移行する場合の

優遇融資制度」については平成 29 年 3 月 31 日

までの間、融資率については 80％以内を 95％以

内とすること、資産査定については正味資産の

30％以内を 40％以内とする優遇措置が認めら

れた。 

 

イ 学校法人への訪問 

・9法人に訪問し、そのうち 2法人に合計で 1,085,000

千円の融資を実行した。 

なお、今年度は長期低利耐震化事業の最終年度で

あり、借入希望額が当初予算額を大きく上回った

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

といえる。 

これらのことから、中期目標に向

かって順調に実績を上げており、自

己評価に記載の内容で適切な評価

が行われていると認められること

から、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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ことから、学校法人への融資促進訪問を控え、融

資の速やかな実行を優先した。 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

0 1 2 0 1 0 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

0 5 0 0 0 0 

・耐震改築・改修事業に係る長期低利融資および利子

助成制度 

27 年度貸付額 1,047 億円のうち、長期低利耐震

化事業は 839 億円、高度化推進事業（利子助成制度）

は 62 億円となった。 

 

ウ 相談会等 

・融資相談会 

北海道会場   5 法人（5月 25・26 日） 

大阪会場  12 法人（6 月 1～3日） 

大阪会場  5 法人（7月 2・3 日） 

・県庁訪問 

高校以下の耐震化事業の状況把握、融資後の法人の現況

確認や意見交換等のため、都道府県を訪問。 

2 道府について訪問した。（北海道、大阪） 

 

エ その他の周知活動 

・ホームページの活用 

融資ガイド更新（4月 3日） 

融資金利表更新（4月 10 日、5月 20 日、6月 10 日、7

月 10 日、8月 12 日、9月 9日、10 月 9日、11 月 13 日、

12 月 9日、28 年 1 月 14 日、2月 10 日、3 月 9日） 

・融資ガイドの配付 

融資相談会において配付 

・リーフレット「夢のおてつだい」の配付 

私学リーダーズセミナーにおいて事業団融資の

特徴を紹介するリーフレット「夢のおてつだい」

を配付 

・『月報私学』への掲載 

事業団融資のご案内（4月号） 

事業団融資の利用のご案内（5月号） 

融資事業のご案内（4月号～28 年 3月号まで掲載） 

 

オ 貸付財源の安定的確保のための取組み 

○貸付財源の調達・確保 
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② 貸付事業の

利用を促進す

るため、融資

に係る体制等

の 整 備 を 行

い、新たな融

資先を開拓す

るなど融資促

進活動の充実

と 強 化 を 図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 貸付事業の

安定的運営に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  貸付事業の利

用を促進するた

め、融資に係る体

制等の整備を行

い、新たな融資先

を開拓するなど

融資促進活動の

充実と強化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  学校法人のニ

ーズを踏まえ、現

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 年度貸付額 1,047 億円 

・厚生年金勘定からの資金融通 209 億円 

・長期借入金 728 億円（執行率 100％） 

・自己資金等 110 億円 

○私立学校施設の耐震化を加速するため長期低 

利融資制度の需要増加に伴い予算額の変更 

・貸付額：700 億円→1,061 億円（361 億円増額） 

・財源：長期借入金 

367 億円→728 億円（361 億円増額） 

 

②融資促進活動の充実・強化 

・融資に係る体制等の整備 

私立学校等施設の耐震化促進事業に対する長期低

利融資の借入需要の増加に伴い、審査業務、契約

締結事務等の業務量の増大に対応し、融資業務を

円滑に遂行できるよう 27 年度から業務第二係を

新設、組織体制の強化を図った。 

・新たな融資先の開拓 

借入計画が具体的に定まった法人への融資相談 

会だけでなく、潜在的に希望のある法人へのアプ

ローチとして、事業団融資制度を説明することに

より新たな融資先を開拓するために学校法人への

訪問等を実施した。 

・学校法人への訪問【再掲】 

9 法 人 に 訪 問 し 、 そ の う ち 2 法 人 に 合 計 で

1,085,000 千円の融資を実行した。 

なお、今年度は長期低利耐震化事業の最終年度で

あり、借入希望額が当初予算額を大きく上回った

ことから、学校法人への融資促進訪問を控え、融

資の速やかな実行を優先した。 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

0 1 2 0 1 0 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

0 5 0 0 0 0 

・県庁訪問【再掲】 

高校以下の耐震化事業の状況把握、融資後の法人の現況確

認や意見交換等のため、都道府県を訪問。 

2 道府について訪問した。（北海道、大阪） 

 

③ 学校法人のニーズを踏まえた貸付事業の活用  

貸付対象となる事業及び貸付条件の見直し 
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(2) 適 切 な 与

信 審 査 な ど リ

考慮しつつ、

学校法人の経

営上のリスク

軽減に資する

ため、学校法

人のニーズを

踏まえ、現行

融資制度に沿

った繰上償還

の受入れや返

済期間を短縮

した貸付けも

引き続き活用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 貸付事業の

安定的な運営

行融資制度に沿

った繰上償還の

受入れや返済期

間を短縮した貸

付けも引き続き

活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 貸 付 事 業 の 安

定 的 な 運 営 を 図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐震化促進のための利子助成制度【再掲】 

耐震改築等事業に対する長期低利融資制度が平成

27 年度で終了することに伴い、28 年度から学校法人

に対する新たな利子助成制度を創設し、引き続きこ

れまでの長期低利融資と同等の制度を継続するよう

文部科学省に要望した。 

その結果、平成 28 年度予算において耐震化低利融資

と同等の支援を継続するため、現行の利子助成制度

のうち、耐震改築等事業の新規融資分における利子

助成期間および学校法人の負担金利の変更が認めら

れた。 

また、耐震化促進のための利子助成制度について制

度改正を踏まえてシステム開発を行った。 

・幼稚園から認定こども園に移行する場合の優遇融資

制度【再掲】 

平成 27 年度から施行された新たな子ども・子育て支

援制度への円滑な移行を促進するため、幼稚園から

認定こども園に移行する場合は、融資率と資産査定

において優遇する制度を新設するよう文部科学省へ

要望した。 

その結果、平成 29 年 3 月 31 日までの間、融資率に

ついては 80％以内を 95％以内とすること、資産査定

については正味資産の 30％以内を 40％以内とする

優遇措置が認められた。 

・繰上償還の受入れ 

繰上償還の受入れについては、学校法人の規模や 

財務状況等を考慮しながら一定の計画額の範囲内で

受け入れている。 

平成 27年度の繰上償還は受入計画額 20億円に対し、

受入実績額は 8 億円（補償金付繰上償還を除く）と

なり、受入実績額の範囲内に抑えることができた。 

また、平成 10 年 10 月 1 日以降の貸付から、任意の

繰上償還については、所定の補償金を徴収する補償

金制度を導入している。平成 27 年度の当該制度によ

る繰上償還受入額は 31 億円となっている。 

・返済期間を短縮した貸付 

10 年未満の貸付件数 11 件 18 億円 

（全貸付件数 192 件のうち 6％） 

 

（2）貸付事業の安定的な運営を図るための取組み 
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ス ク 管 理 機 能

の 強 化 を 図 る

と と も に 貸 付

債 権 の 確 実 な

回 収 に 努 め 、

事 業 の 安 定 的

な 運 営 を 図

る。 

を図るため、以

下の取組を行

う。 

①与信審査に

おける事業の

適切性、資金

計 画 の 妥 当

性、償還の確

実性並びに担

保物件及び保

証人の妥当性

の 検 証 を 行

い、諸データ

の活用により

与信審査の向

上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 貸付先法人

の信用格付に

よるモニタリ

ン グ を 充 実

し、早期に経

営状況等の変

化を把握する

とともに必要

に応じた対応

策を講じるこ

とにより滞納

の抑止に努め

る。 

 

 

 

 

るため、以下の取

組を行う。 

 

①与信審査におけ

る事業の適切性、

資金計画の妥当

性、償還の確実性

並びに担保物件

及び保証人の妥

当性の検証を行

うとともに、諸デ

ータの活用によ

り与信審査の向

上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②貸付先法人の信

用格付の変化を

モニタリングし、

早期に経営状況

等の変化を把握

するとともに法

人を訪問し、ヒア

リングを行うな

ど対応策を講じ

ることにより滞

納の抑止に努め

る。 

また、返済期日

に入金のない貸

付先法人には、

電話、文書、面

談、実地調査な

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

適切な与信審査の実施状

況 

〈評価の視点〉 

与信審査の向上が図られ

ているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

貸付先法人のモニタリン

グ、法人訪問及びヒアリン

グの実施など、返済が遅れ

ている法人への適切な対

応の実施状況 

〈評価の視点〉 

経営状況等の変化の把握、

延滞債権の発生の抑制等

が図られているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

①適切な貸付の審査に係る取組み 

平成 27 年度においても引き続き、信用格付（預金等

受入金融機関に係る検査マニュアルに準じ、事業団が

作成した債務者区分をいう。）により、学校法人等に

係る信用リスクを把握するとともに、貸付対象事業に

係る明細書類及び関係証ひょう並びに必要に応じて

行う現地調査等により、事業の適切性、資金計画の妥

当性、償還の確実性、担保物件及び保証人の妥当性に

ついて検証し、学校法人への適切な貸付を行った。 

・諸データの活用による与信審査の向上 

私学経営情報センターで蓄積した学生等数の推移デ

ータ（入学定員充足率、志願倍率など）をもとに、

法人が作成した今後 4 年間の学生等数の推移（予測）

の実現可能性の精査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

② 貸付先法人の信用格付の変化をモニタリング 

・新規滞納法人の発生を抑制するため、26 年度末貸付

残高のある法人 1,319 法人について、信用格付の推移

を確認した。 

・信用格付が低格付で推移している法人について、法

人概況表や私学情報提供システムで出力した資料に

より、学生数等の推移や財務状況から要因を分析する

など、経営状況等の把握に努めた。 

・26 年度新規貸付法人の融資対象事業実施状況調査を

実施するとともに、モニタリングの一環として当該調

査を通じて経営状況等を把握した。（4 法人） 

・債権回収が困難になる可能性が著しく高い 1 法人に

ついては、法人の経営改善を進めるために、融資部と

私学経営情報センターが連携し、経営改善計画の履行

状況を確認するとともに、経営改善に向けた助言を行

った。（ＰＴ対応：面談 1 法人） 

・早期の滞納解消・回収への取組み 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

信用格付によりリスクを把握し、

必要に応じて現地調査を行うな

ど、与信審査の向上に努めたため

Ｂとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

貸付先法人の信用格付の変化を

モニタリングすることにより、経

営状況の早期の把握や、返済が遅

れている法人への迅速な督促を行

い、延滞債権の発生を抑えること

ができたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

信用格付によりリスクを把握し、

必要に応じて現地調査を行うこと

により適切な与信審査を行ってい

ると認められる。また、私学事業団

内の私学経営情報センターで蓄積

されている諸データを活用した与

信審査の向上も図られており、中期

目標に向かって順調に実績を上げ

ていると言える。よって、自己評価

に記載の内容で適切な評価が行わ

れていると認められることから、評

定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 

＜評定に至った理由＞ 

 貸付先法人の信用格付の変化を

モニタリングすることにより、経営

状況の早期把握や返済が遅れてい

る法人に対して適切な対応を行っ

ていると認められる。また、融資部

と私学経営情報センターが連携し、

回収が困難になる可能性が著しく

高い学校法人に対し、面談や経営相

談を実施し、貸付事業の安定的な運

営を図るための組織的な取組がな

されているなど、延滞債権の発生を

抑える取組が適切になされており、

中期目標に向かって順調に実績を

上げていると言える。よって、自己

評価に記載の内容で適切な評価が

行われていると認められることか
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③長期滞納法

人、貸出条件

緩和法人及び

将来不良債権

化が予測され

る法人に対し

て、弁護士等

の助力を得る

とともに経営

支援部署等と

の 連 携 を 図

り、債権の保

全・回収に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どによる督促を

迅速に行い、３

か月以上の延滞

債権の発生を抑

え、早期の滞納

解消・回収に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③長期滞納法人、

貸出条件緩和法

人及び将来不良

債権化が予測さ

れる法人に対し

て、弁護士等の助

力を得るととも

に私学経営情報

センター等との

連携を図り、債権

の保全・回収に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

長期滞納法人等に対する

取組状況 

〈評価の視点〉 

弁護士等の助力を得ると

ともに他部署との連携を

図りながら、債権の保全・

回収に努めたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 27 年度 9月及び 28 年 3月償還分について「償還の案内」

をホームページに掲載（8月 31 日、28 年 3月 14 日） 

* 「月報私学」8月号、9月号、28 年 2 月号、3月号に「償

還の案内」を掲載した。 

・新規滞納法人への取組み 

* 27 年 9 月の通常償還分について、期日（15 日又は 20

日）に返済のなかった 33 法人に対して、電話によ

る督促を実施した（9月 16 日～）。その結果 29 法人

から 1 億 2,775 万円を回収した。 

残りの 4 法人に対して、10 月以降も電話、文書（毎

月送付）による督促を継続した結果、11 月末まで

に 5,615 万円を回収し、9 月の短期滞納を解消した。 

また、28 年 3 月の通常償還分について、期日（15

日又は 20 日）に返済のなかった 11 法人に対して、

電話による督促を実施した（3 月 16 日～）。その

結果、全 11 法人から 2,216 万円を回収し、新規滞

納法人の発生を抑制した。 

 

③  恒常的に滞納を繰返す法人への取組み 

貸付先法人のうち、近い将来不良債権化が予測さ

れる法人に対して、融資部と私学経営情報センタ

ーが連携し、財務分析やヒアリングを行った（1

法人）。また、必要に応じて弁護士の助力を得て、

債権の保全・回収に努めた（3法人）。 

・滞納法人への督促 

長期滞納（6 か月以上元利金を滞納）している 22

法人に対し、文書、電話による督促を行い、その

うち 7 法人を訪問し、現況聴取や連帯保証人との

面談を実施した。 

また、これらの法人を所管する 6 県の主管課を訪問

し、法人の状況把握に努めた。 

さらに、1 法人の債権者集会に出席し、今後の返済

計画について説明を受けた。 

・債権管理の強化 

近い将来不良債権化する可能性のある 1 法人につ

いて、融資部と私学経営情報センターが連携し、学

校法人の借入金の返済計画の履行状況を確認する

とともに、問題点や課題に関する意見交換を行い、

解決に向けた助言を行った。 

長期滞納法人について、顧問弁護士の助力を得て、

前年度までに破産申立（1 法人）、特定調停申立（1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

長期滞納法人に対しては、文書、

電話による督促を行い、適宜直接

現地へ赴き督促を行うなど債権回

収に努めた。 

また、将来不良債権化する恐れ

のある法人への対応を融資部と私

学経営情報センターが連携して法

人の滞納解消に努めた。長期滞納

法人のうち、法務対応を行ってい

る法人については、引き続き顧問

弁護士の助力を得ながら対応し、

債権の適切な保全・回収を計画通

り行ったためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

ら、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 近い将来不良債権化が予測され

る法人への対応が適切にとられて

おり、長期滞納法人に対しても顧問

弁護士の助力を得て法務対応を行

うなど適切な対応がとられており、

中期目標に向かって順調に実績を

上げていると言える。よって、自己

評価に記載の内容で適切な評価が

行われていると認められることか

ら、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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４．その他参考情報 

特になし 

 

 

 

 

④今後の学校

法人等の経営

上のリスクを

考慮しつつ、

平成２９年度

末の貸付残高

に占めるリス

ク管理債権* 

の割合を３.

０％以下とす

る。 

なお、このリ

スク管理債権

の割合を算定

するに当たっ

ては、東日本

大震災により

格付されたリ

スク管理債権

を除くことと

する。 

* リスク管理

債権とは、破

綻先債権額

及び６か月

以上の延滞

債権額に、３

か月以上の

延滞債権額

及び貸出条

件緩和債権

額を加えた

合計をいう。 

 

 

 

 

④平成２７年度末

の貸付残高に占

めるリスク管理

債 権 *の 割 合 を

３．０％以下とす

る。 

なお、リスク管

理債権の割合を

算定するに当た

っては、東日本大

震災により格付

されたリスク管

理債権を除くこ

ととする。 

* リスク管理債

権とは、破綻先

債権額及び６か

月以上の延滞債

権額に、３か月

以上の延滞債権

額及び貸出条件

緩和債権額を加

え た 合 計 を い

う。 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

リスク管理債権の割合3％

以下 

〈その他の指標〉 

なし 

〈評価の視点〉 

リスク管理債権の抑制が

図られているか 

法人）、連帯保証人への不動産強制競売命令申立及

び連帯保証人への保証債務履行請求（1 法人）を行

った法人に対し、引き続き法務対応を行った。 

 

④リスク管理債権の抑制 

・リスク管理債権の抑制 

上記、滞納法人への督促及び債権管理の強化による

債権の保全・回収に取組んだ結果、27 年度末にお

けるリスク管理債権の割合は 1.33％（前年度末の

東日本大震災による格付を除くリスク管理債権の

割合は、1.67％、東日本大震災による格付を含め

た場合のリスク管理債権の割合は、2.39％）とな

った。 

なお、学校法人への訪問調査による復旧状況の確

認と財務状況を踏まえた検討を行った結果、東日

本大震災による経営悪化の影響を踏まえ格付けさ

れたリスク管理債権はなくなった。 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ａ 

左記①から③の取り組みにより、

総貸付残高に対するリスク管理債

権の割合について、計画通り 3％

以内の 1.33％（対年度計画値

120％以上）に抑制することができ

たためＡとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 中期計画に定める貸付残高に占

めるリスク管理債権の割合を下回

っており、所期の目標を上回る成果

が得られていることから、自己評価

に記載している内容で適切な評価

が行われていると認められるため、

評定をＡとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅰ）１―３ 学校法人等に対する経営支援・情報提供事業 

当該事業実施に 

係る根拠 

日本私立学校振興・共済事業団法 第  

２３条 第５号 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標６－１特色ある教育研究を展開す

る私立学校の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
― 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

経営相談 

実施件数 
実績値 － 112 法人 81 法人 62 法人 69 法人    

人件費 202 215 212   

業務経費 379 292 254   

（貸付事業収益） (1,952) (1,959) (1,686)   

講師派遣 

実施件数 
実績値 － 62 件 44 件 38 件 34 件    

従事人員数 22 24 25   

注 1 上記の数値は、財務諸表付属明細書セグメント情報を基に算出した。 
注 2単位は百万円未満切り捨てである。 
注 3貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 
注 4従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 
 
※助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、
本事業の人件費・業務経費のみを賄うものではない。また、利益が生じた場合には、私学の研修
事業を行う団体に対し助成を行うことで、いわば私立学校に利益を還元する事業を展開してい
る。なお、これらの事業を実施するために、国からの運営費交付金は受けていない。 

リーダーズ 

セミナー 

参加法人数 

実績値 － 101 法人 39 法人 36 法人 89 法人    

スタッフ 

セミナー 

参加法人数 

実績値 － 24 法人 49 法人 48 法人 48 法人    

ポートレート 

参加率 
実績値 － － － 88.5％ 95.2%    
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1) 学校法人の経

営に関する指導

及び助言を行う

文部科学省と連

携し、学校法人の

経営改善及び安

定に向けた経営

の分析及び経営

相談などの取組

を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  学校法人の経

営改善及び教育改

革に向けた取組に

ついて積極的に支

援するため、経営

相談の実施及び必

要に応じたフォロ

ーアップを行うと

ともに、その体制

の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学校法人の

経営改善及び

教育改革に向

けた支援とし

て、以下の取組

を行う。 

①学校法人の

経営状態につ

いて、経営判

断指標などに

より、詳細な

モニタリング

を定期的に行

う。 

 

②経営相談、講

師派遣、面談、

電話など様々

な手段を活用

して、質問へ

の回答、事例

の紹介、経営

改善方策の提

案等を積極的

に行う。なお

その際には、

私学経営に関

する専門知識

を持った弁護

士・公認会計

士等の人材を

登録・管理し、

学校法人の要

望に応じて

「専門家人材

バンク」を積

極的に活用す

る。 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

経営改善及び教育改革

を支援するための取組

状況 

〈評価の視点〉 

学校法人の経営改善及

び教育改革に向けた支

援が充実・強化されて

いるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

３ 学校法人等に対する経営支援・情報提供事業 

（実績報告書P.53～67 参照） 

＜主要な業務実績＞ 

(1) 学校法人の経営改善及び教育改革に向けた支援と

しての取組み 

①モニタリングの実施 

・経営判断指標によるモニタリングの実施 

  学校法人の経営状態について、大学、短期大学、

高等専門学校及び高等学校法人のうち、「学校法

人基礎調査」の提出のあったすべての学校法人

（1,359 法人）に対して、経営判断指標によりモニ

タリングを実施した。 

 

 

②積極的な取組み 

○経営相談等による支援 

・経営相談の実施 

大学法人 45 法人、短期大学法人 15 法人、高等学校

法人 8 法人、小学校法人 1 法人：計 69 法人 

・私学関係団体等の依頼による研修会等講師派遣 

私学関係団体等に 22 件、学校法人に 12 件：計 34 

件 

・教育条件及び経営に関する相談及び指導・助言 

相談件数：会計処理 407 件、規程 21 件、学生募集・

志願動向 1 件、管理運営等その他 82 件：計 511 件 

・教育条件及び経営に関する資料の作成提供 

上記相談件数のうち学校法人等への資料提供件数

146 件 

・私学情報資料室の管理 

私学情報資料室の外部利用件数 134 件 

○人材バンクの活用 

・労務管理等の特別な課題については、専門的知識を

得て対応する必要があることから、私学経営相談員

（弁護士 1 名、社会保険労務士 1 名、公認会計士 1

名：計 3 名）を委嘱し、学校法人からの相談に対応

した。 

・私学経営や教学に関する専門知識を持った専門家

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

学校法人等から依頼のあった講

師派遣、指導助言、資料作成は学

校法人等の希望通り実施できた。

なお、経営相談やセミナー等の実

施にあたっては、人材バンク等を

積極的に活用した。特に経営困難

な学校法人に対しては文部科学

省と連携して経営相談を実施し

た。 

また、附属病院を設置する学校

法人からの相談に対応するため

のアンケートを実施し、経営相談

に活用した。 

以上により、年度計画を達成し

たため、Ｂとした。 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢである

ことを踏まえ、「学校法人等に対す

る経営支援・情報提供事業」につい

ては中期目標に向かって順調に実

績を上げていると言えることから、

評定をＢとする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 学校法人の経営状態に関する経

営判断指標によるモニタリングの

実施、経営相談の実施、学校法人等

からの依頼による講師派遣等、教育

条件および経営に関する指導や助

言、研修会やセミナーにおける専門

家人材バンクの活用など、学校法人

の経営改善に向けた支援に積極的

に取り組んでいると言える。 

 また、附属病院を設置する大学法

人に対し継続的にアンケート調査

を実施し、集計・分析結果を経営相

談に活用したり、附属病院等が抱え

る問題点について勉強会を実施す

るなど、経営相談体制の充実に向

け、適切な取組を行っている。 

そのほか、経営困難な学校法人に

対しても文部科学省と連携して積

極的に経営相談を実施している。 

 これらのことから、中期目標に向

かって順調に実績を上げていると

言えるため、自己評価に記載の内容

で適切な評価が行われていると認

められることから、評定をＢとす

る。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

評定 Ｂ 
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③附属病院経

営に関する相

談に対応する

ため、実務経

験者からノウ

ハウを蓄積

し、附属病院

の実態を把握

するためアン

ケートを行う

などして、相

談体制を充実

する。 

 

④文部科学省

と連携して経

営困難な学校

法人に対し

て、積極的に

経営相談を実

施する。経営

相談にあたっ

ては、経営状

態に応じて分

類し、重要度

と緊急度を考

慮して、相談

回数を増やす

など対応を強

化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「専門家人材バンク」に登録し、ガバナンス機能の

強化や事務組織体制などの経営体制に関する専門

知識を有する専門家を「学校法人経営支援人材バ

ンク」に登録して学校法人からの各種相談に活用

している。 

・平成 27 年度は、経営相談における専門的課題の解

決や学校法人の研修での講演及び私学リーダーズ

セミナー等において当該専門家を活用した。相談件

数は私学経営相談員が 38 件、人材バンク（専門家

及び学校法人経営支援）が 15 件だった。 

 

③附属病院等へのアンケート実施 

・附属病院等を有する大学法人 50 法人に対し、「附

属病院等における病床・医師数等に係るアンケート

調査」を 7 月に実施した。集計・分析した調査結果

は、「アンケート調査結果報告書」として作成し、

同法人に対し 11 月 2 日に提供した。また、この調

査結果は附属病院等を設置する大学の経営相談に

活用した。 

・「附属病院等における病床・医師数等に係るアンケ

ート調査」の集計・分析結果をもとに附属病院等が

抱える問題点について活性化勉強会を 12 月 14 日に

実施した。 

 

 

④経営困難な学校法人に対しての経営相談の実施 

上記、②の経営相談を実施した 69 法人のうち、

経営困難な学校法人に対して経営相談を以下のとお

り実施した。 

ア 学校法人からの申し出 

大学法人 33 法人、短期大学法人 12 法人、高等

学校法人 6 法人：計 51 法人 

イ アの内文部科学省と連携分 

大学法人 16 法人、短期大学法人 10 法人：計 26

法人 

* 文部科学省の学校法人運営調査委員会において

経営改善計画の作成が必要とされた学校法人に

ついて、経営改善計画の作成を支援し、文部科学

省と共同して進捗状況の把握をする法人として、

経営相談を実施した。 

* 経営困難な学校法人については経営状態に応じ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。ただし、経営改善支援を行っ

ている学校法人の理事長等を私学

リーダーズセミナーへ優先的に参

加させるなど、学校法人の経営支援

に向けた各種の取組と連携して実

施することが今後期待されるとい

う意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 情報収集・調査

結果を分析し、学

校法人等の財務

状況の改善等の

参考となるよう、

積極的な情報提

供に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経営改善計画

の作成支援につ

いては、次のよう

な取組を行う。 

 

 

 

  

①学校法人が自

ら経営上の問題

点を見つけられ

る自己診断チェ

ックリスト及び

経営判断指標を

提供し、取組課

題の早期の認識

と改善を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤教育改革に

向けた支援と

して、事例の

紹介、ＦＤ・

ＳＤ支援を実

施する。 

 

(2) 学校法人の

経営改善計画

の作成支援及

び進捗状況の

フォローアッ

プについては、

次のような取

組を行う。 

①学校法人が

自ら経営上の

問題点を見つ

けられる自己

診断チェック

リスト等の見

直しと充実を

図る。 

また、改正 

学校法人会計

基準に対応し

た経営判断指

標を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②経営困難な

学校法人が自

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

経営改善計画の作成支

援及び進捗状況のフォ

ローアップの取組状況 

〈評価の視点〉  

経営改善計画の作成支

援及び進捗状況のフォ

ローアップが適切に行

われているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て分類し、重要度と緊急度を考慮のうえ、経営相

談を複数回実施する等の対応をした。 

 

⑤教育改革に向けた支援 

・研修会等講師派遣時に事例の紹介、ＦＤ・ＳＤ支援

を実施した。 

 

 

 

 

(2) 経営改善計画の作成支援及び進捗状況のフォロー

アップについての取組み 

① 自己診断チェックリストの見直しと充実 

 ○自己診断チェックリストの見直しと充実 

平成 27年度版の自己診断チェックリストについ

てはデータ更新を行い、PDF版を 28 年 3 月 1 日に、

エクセル版を 3 月 31 日にホームページに公開し

た。 

なお、自己診断チェックリストの活用方法につ

いて、『月報私学』7 月号に掲載し、周知を図っ

た。 

・自己診断チェックリストアクセス件数 

（27.4.1～28.3.31） 

PDF版(大学・短期大学編)    11,787 件 

エクセル版(大学・短期大学編)  1,308 件 

PDF版(高等学校編)         616 件 

エクセル版(高等学校編)      664 件 

また、自己診断チェックリスト（新会計基準版）

を作成し、PDF版を 28 年 3 月 31 日にホームページ

に公開した。この新会計基準版は学校法人会計基

準の一部改正による科目や財務比率の変更に加

え、評価表を組込むことによりレイアウトを工夫

し、活用の利便性を図った。 

 ○経営判断指標の公表 

経営判断指標は学校法人会計基準の一部改正

に対応した見直しを行い、9 月 30 日に公表すると

ともに『月報私学』10 月号に変更点と活用のポイ

ントについて掲載し、周知を図った。 

 

② 経営困難法人に対するフォローアップについての

取組み（経営改善計画作成支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

自己診断チェックリストはデータ

更新に加え見直し・充実を図り、会計

基準改正に対応した経営判断指標に

ついてもホームページ等において提

供することにより、取組課題の早期認

識と改善を促すよう努めた。 

また、経営改善計画の作成を希望す

る法人に対し支援を行うとともに、前

年度からの継続法人に対し進捗状況

の確認、助言等のフォローアップを行

うことができたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 自己診断チェックリストは例年

の見直しに加え新会計基準版を作

成し公表している。また、改正学校

法人会計基準に対応した経営判断

指標も適時適切に公表しており、学

校法人の取組課題の早期認識と改

善を促す取組がなされている。 

経営困難な学校法人に対する支

援についても、新規に経営改善計画

を作成する法人への支援及び昨年

度からの継続法人に対するフォロ

ーアップも適切に実施しており、中

期目標に向かって順調に実績を上

げていると言える。よって、自己評

価に記載の内容で適切な評価が行

われていると認められることから、

評定をＢとする。 

  

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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(3) 学校法人の経

営改善や教育改

革に資するため、

私立学校の教育

主的に経営改

善計画を作成

するにあた

り、専門的知

見を活用しつ

つ作成を支援

するととも

に、定期的な

ヒアリング等

で進捗状況の

フォローアッ

プを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 学校法人の

経営改善や教

育改革に資す

るため、私立学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

私立学校の教育及び経

平成 27 年度における経営改善計画作成支援法人

（大学法人 23 法人、短期大学法人 12 法人及び高等

学校法人 1 法人の計 36 法人）に対し、経営改善計

画作成支援を行った。個別の学校法人によっては、

その進捗状況により複数回の学校訪問等により経

営改善計画を支援している。 

具体的な支援として、事業団が独自に作成した「経

営改善計画の内容として標準的に盛り込むべき項

目の記入例（計画の概要様式・本文様式・財務計画

表様式・実施管理表様式・計画の概要記入要領・実

施管理表記入要領）」と具体的な作成事例をホーム

ページに公開し、提供している。平成 27 年度は具

体的な作成事例の内容の見直しを行うなど充実を

図った。 

○経営改善計画作成支援 

 ・上記経営改善計画作成支援法人 36 法人のうち、大

学法人 6 法人、短期大学法人 1 法人及び高等学校

法人 1法人は 27年度に新たに経営改善計画の作成

を支援した法人である。 

 ・平成 26 年度以前に経営改善計画作成した大学法人

1 法人及び短期大学法人 1 法人について実施管理

表等を用いてヒアリングを行うなど進捗状況の確

認、助言等によりフォローアップを行った。 

 ○文部科学省との連携【再掲】 

  上記経営改善計画作成支援法人 36 法人のうち、大学法人

16 法人、短期大学法人 10 法人、合計 26 法人に対して、文

部科学省の学校法人運営調査委員会において経営改善計

画の作成が必要とされた学校法人として、経営改善計画の

作成支援とヒアリング等による進捗状況の確認、助言等に

より、文部科学省と共同してフォローアップを行った。 

 ○融資部との連携 

  上記経営改善計画作成支援法人 36 法人のうち、経営改善

が必要な大学法人 1法人、高等学校法人 1 法人、合計 2 法

人に対し、私学経営情報センターが融資部と共同してプロ

ジェクトチームを編成し、必要に応じてヒアリングを行う

など進捗状況の確認、助言等のフォローアップを行った。 

 

(3)私立学校の教育及び経営に関する各種情報の分析・

提供の充実を図る取組み 

①「大学ポートレート（私学版）」の分析を行うとと

もに、私学情報推進会議教育情報分析・活用部会を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

私立学校の教育及び経営に関す

る各種情報の分析・提供の充実を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この評定に至った理由＞ 

 大学ポートレート（私学版）の教

育情報の分析・活用方法について

は、担当専門員を中心とした分析を
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及び経営に関す

る各種情報の分

析・提供の充実を

図る。 

 

① 経営改善や教

育改革に資する

ため、私立学校

の教育及び経営

に関する各種情

報を収集する。 

 

② 収集した情報

の分析結果をホ

ームページへの

掲載等で提供す

るとともに、こ

れらに関するセ

ミナーや研修会

等を学校法人に

対して実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校の教育及び

経営に関する

各種情報の分

析・提供の充実

を図る。 

①「大学ポート

レート（私学

版）」の教育

情報について

分析を行う。 

 

 

②収集した情

報の分析結果

をホームペー

ジ等へ掲載し

提供するとと

もに、これら

に関するセミ

ナー等を学校

法人に対して

実施する。 

 

ア 「私学情報

提供システ

ム」の利用方

法やデータ分

析などの活用

に関する説明

を講演会など

で行い、利用

促進を図る。 

 

イ 学校法人の

理事長、大

学・短期大学

の学長等の

リーダーを

対象とした

財務の見方、

法人分析会

営に関する各種情報の

分析・提供の充実への

取組状況 

〈評価の視点〉 

私立学校の教育及び経

営に関する各種情報の

分析・提供の充実が図

られたか 

特に、「大学ポートレー

ト（私学版）」の教育情

報分析は適切に進めら

れているか 

セミナーの実施にあた

って、参加応募数に応

じた設営等の改善を図

ったか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催し、さらなる分析手法について検討した。 

「大学ポートレート（私学版）」の分析を行うと

ともに、教育情報の分析・活用方法の検討を行い、

「今日の私学教育（仮称）」に掲載するための分

析手法・公表について、方向性の検討を行った。 

   第 5 回 平成 27 年 5 月 14 日 

第 6 回 平成 27 年 7 月 30 日 

第 7 回 平成 27 年 10 月 30 日 

第 8 回 平成 28 年 1 月 7 日 

第 9 回 平成 28 年 3 月 16 日 

 

 

②ホームページの掲載とセミナーの実施 

ア 「私学情報提供システム」の利用方法やデータ分

析等の活用に関する説明を私学スタッフセミナー

で実施した。 

イ 学校法人の理事長、大学・短期大学の学長等のリ

ーダーを対象とした私学リーダーズセミナーの実

施 

・ 財務と教学に関する知識を深め、改革に向けた意

欲形成を図ることを目的として、参加希望のニー

ズを踏まえて、大学編についてはプログラム内容

の見直しを行い、27 年度より募集定員を 20 名か

ら 60 名に増やし、私学リーダーズセミナーを実施

した。 

*大学編 

  日時：12 月 4 日 

  場所：京都ガーデンパレス 

  参加：71 人（70 法人） 

*短期大学編 

  日時：11 月 19・20 日 

  場所：名古屋ガーデンパレス 

  参加：19 人（19 法人） 

  短期大学編においては、個別法人分析会を実施し

た。 

・経営改善・教学改革に取り組む学校法人の参考と

するため、 26 年度に開催した私学リーダーズセミ

ナーの概要及び講演内容をまとめた講演録を作成

し、6 月 8 日に大学法人、短期大学法人に発送した。 

ウ 経営改善に関する専門性を有する人材の育成を

目的とした私学スタッフセミナーを実施した。 

図るため、刊行物の発行や各種セ

ミナー等で情報提供した。 

なお、私学リーダーズセミナー

（大学編）の募集定員を 20 名から

60 名に増やすことで、課題となっ

ていた募集定員と応募数の差を

解消することができた。 

また、大学ポートレート（私学

版）については、私学情報室の教

育分析を担当する専門員を中心

に、多角的な分析と考察を行うと

ともに、資料の試作と委員からの

意見聴取を繰り返し行い、より高

度な分析手法の検討をした。 

これらのことにより、計画を達

成したため、Ｂとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行い、部会委員との意見交換を繰り

返すなど着実に検討を進めている

と認められる。 

 また、私立学校の教育及び経営に

関する各種情報の分析・提供の充実

を図るため、刊行物の発行や各種セ

ミナー等で情報提供している。 

 このほか、私学リーダーズセミナ

ーの募集定員の拡充を行い、募集定

員と応募数の差の解消に努め、大学

のニーズに応えている。 

 これらのことから、中期目標に向

かって順調に実績を上げていると

言え、自己評価に記載の内容で適切

な評価が行われていると認められ

ることから、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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を中心とし

たリ－ダー

ズセミナー

を引き続き

実施する。 

 

ウ 各学校法人

における経営

改善に関する

専門性を有す

る人材の育成

を目的とした

スタッフセミ

ナーを実施す

る。 

 

③学校法人の

経営改善に資

するため、刊

行物等によっ

て以下の情報

提供を行う。 

・今日の私学財

政 

・私立大学・短

期大学等入学

志願動向 

・私学経営情報 

・「学校法人の

経営に関する

実務問答集

（第４次改訂

版）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*第 1 回 

日時：9 月 16～18 日 

場所：箱根対岳荘 

参加：24 人（24 法人） 

*第 2 回 

日時：10 月 21～23 日 

  場所：広島ガーデンパレス 

  参加：24 人（24 法人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 学校法人の経営改善に資するための刊行物の発行 

・『今日の私学財政』 

「幼稚園・特別支援学校編」及び「専修学校・各種

学校編」（ともに 26 年度版） 

*学校法人等に発送（8 月 19 日） 

*学校法人ポータルサイトに掲載（9月 3日） 

・『今日の私学財政』 

「大学・短期大学編」（27 年度版） 

*学校法人等にCD-ROMにより発送（12 月 22 日） 

「高等学校・中学校・小学校編」（27 年度版） 

*学校法人等にCD-ROMにより発送（1月 27 日） 

*学校法人ポータルサイトに掲載（ともに 2 月 26

日） 

・『私立大学・短期大学等入学志願動向』 

*学校法人等に発送（8 月 6 日） 

*ホームページに掲載（8 月 6 日） 

・『私立高等学校入学志願動向』 

*ホームページに掲載（3 月 23 日） 

・私学経営情報 

「私立高等学校の教育改革と経営改善方策に 

関するアンケート」として刊行した（3 月 23 日）。

また、アンケートの分析結果をCD-ROMにより発送

した（同日）。 

 ・「学校法人の経営に関する実務問答集（第4次改訂

版）」を刊行した（28年3月25日）。 
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(4) 国公私立大学

が進める大学ポ

ートレート（仮

称）構想に連携し

て、私学版大学ポ

ートレートを事

業団で構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)「大学ポート

レート（私学

版）」の利用促

進を図るため、

広報活動を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

私学版大学ポートレー

トの広報活動等の実施

状況 

〈評価の視点〉 

利用促進を図るため

に、外部機関と連携す

るなどして、適切な広

報活動等ができたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 「大学ポートレート（私学版）」の利用促進を図る

ため、広報活動を行う。 

・今年度より大学を設置した法人及び都道府県主管課

を訪問した（2 法人、1 県）。 

・高等学校を設置する大学法人を訪問し、高等学校の

進路指導担当者に対し、直接広報活動を行った（7

法人、8 校）。 

・大学コンソーシアムひょうご神戸が主催する「円滑

な高大連携に向けた講習会」において広報活動を行

った（28 年 2 月 2 日）。 

・全国高等学校進路指導協議会が主催する「第 38 回

進路学習セミナー」において大学評価・学位授与機

構と連携し広報活動を行った（28 年 3 月 28 日）。 

・研修会等講師派遣時にリーフレットを配布した。 

・新聞、雑誌社等の取材を受け、記事が掲載された。 

 *ドリコムアイ（4 月号） 

 *河合塾Guide line（4・5 月号） 

 *学研・進学情報（6 月号） 

 *日本経済新聞（9 月 9 日） 

・大学改革支援・学位授与機構に置かれた大学ポート

レート運営会議に出席し、広報等の内容について検

討した。 

第 3 回 10 月 26 日 

第 4 回 28 年 3 月 11 日 

・大学ポートレート運営会議が設置した国際発信専門

委員会に出席し、国際発信に必要な情報について検

討した。 

 第 1 回 8 月 25 日 

 第 2 回 10 月 9 日 

 第 3 回 11 月 26 日 

第 4 回  28 年 2 月 25 日 

・大学ポートレート運営会議が設置した大学ポートレ

ートステークホルダーボードに出席し、関係者から

の意見を募った。 

第 1 回 12 月 21 日 

・私学情報推進会議を開催し、広報の内容について検

討した。 

第 14 回 7 月 30 日 

第 15 回 28 年 3 月 16 日 

・私学情報推進会議教育情報分析・活用部会を開催し、

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

1.高等学校への直接訪問や高等

学校が参加する講習会等に出向

き、教職員に直接広報活動を行っ

た。 

2.国際発信専門委員会やステー

クホルダーボードの意見を踏ま

え、大学ポートレート運営会議に

おいて広報について検討した。 

3.私学情報推進会議や私学情報

推進分析・活用部会において広報

の手法やあり方について検討し

た。 

以上、3 点を計画通り実施したた

め、Ｂとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この評定に至った理由＞ 

 大学ポートレート（私学版）の利

用促進に向け、本ポートレートのタ

ーゲットである高等学校を所管す

る都道府県や高等学校を設置する

大学法人を直接訪問する活動や外

部機関との連携による活動を積極

的に実施した。また、各種会議にお

いても広報内容・手法の検討を行う

など、利用促進に向けた取組を着実

に実施していると認められること

から、中期目標に向かって順調に実

績を上げていると言える。よって、

自己評価に記載の内容で適切な評

価が行われていると認められるこ

とから、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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４．その他参考情報 

特になし 

  

 

 

 

 

 

 

 

(5) 学校法人会計

基準の改正など

による各種調査

及び既存システ

ム等の変更につ

いて、各種情報の

収集や分析・提供

業務を円滑に行

うため適時適切

な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 改正学校法

人会計基準に

対応する措置

を以下のとお

り講じる。 

①「私学情報提

供システム」

などのシステ

ム開発を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

②「今日の私学

財政」で提供

している財務

比率を公表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

学校法人会計基準の改

正に伴う既存システム

の見直し状況 

〈評価の視点〉 

学校法人会計基準の改

正に伴う見直しなど必

要な措置を講じたか 

広報について委員の協力を仰いだ。 

 第 5 回 5 月 14 日 

 第 6 回 7 月 30 日 

 第 7 回 10 月 30 日 

第 8 回  28 年 1 月 7 日 

第 9 回  28 年 3 月 16 日 

 

(5) 学校法人会計基準の改正に伴う必要な措置 

 

①  「私学情報提供システム」などのシステム開発 

学校法人会計基準の改正に伴い、「私学情報提供

システム」などの開発を以下のとおり行った。 

【開発状況】 

・e-マネージャ（学校法人基礎調査収集システム） 

            （12 月 28 日完了） 

・私学情報DBシステム  （12 月 28 日完了） 

・一元化データ提供システム（28 年 3月 11 日完了） 

 

なお、28 年度分のシステム開発については以下のとおり

であり、28 年 6月 30 日に完成予定である。 

・私学情報提供システム 

・職員情報共有システムの学校法人共有情報 

・融資システム 

 

② 学校法人会計基準の改正に係る財務比率の変更につい

て、9 月 30 日に、電子窓口にて通知し、ホームページで公

表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

財務指標案については、専門家

等と継続的に検討を行いつつ、財

務比率改正案の策定を進めるこ

とが出来たこと。 

また、必要なシステム開発を計

画どおり完了したため「Ｂ」とし

た。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この評定に至った理由＞ 

 学校法人会計基準の改正に伴う

関連システムの開発について、計画

的に進めていると認められ、また、

学校法人会計基準の改正に伴い財

務比率を変更し、計画通り公表する

ことができていることから、中期目

標に向かって順調に実績を上げて

いると言える。自己評価の内容で適

切な評価が行われているため、評定

をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅰ）１―４ 受配者指定寄付金事業 

当該事業実施に 

係る根拠 

日本私立学校振興・共済事業団法 第２３

条 第４号 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標６－１特色ある教育研究を展開す

る私立学校の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

寄付金 

利用状況 

（法人数） 

実績値 － 356 校 485 校 439 校 463 校    

人件費 26 27 28   

業務経費 24 28 33   

（貸付事業収益） (1,952) (1,959) (1,686)   

寄付金 

利用状況 

(寄付者数） 
実績値 － 6,330 人 7,612 人 7,992 人 8,657 人    

従事人員数 4 4 4   

注 1上記の数値は、財務諸表付属明細書セグメント情報を基に算出した。 

注 2単位は百万円未満切り捨てである。 

注 3貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 

注 4従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 

 

※助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、本事業の人件費・業務経

費のみを賄うものではない。また、利益が生じた場合には、私学の研修事業を行う団体に対し助成を行うことで、いわば

私立学校に利益を還元する事業を展開している。なお、これらの事業を実施するために、国からの運営費交付金は受けて

いない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 制度の趣旨、目的

及び申請手続き等

について、学校法人

及び寄付者に広く

周知することによ

り、学校法人への寄

付の促進を図る。 

学校法人の外部資

金獲得に資するた

め、受配者指定寄付

金制度の周知に努

める。 

特に幼稚園から高

等学校までの学校

を設置する学校法

人に対して、同制度

の利用促進に向け

た取組を行う。 

(1) 受配者指定寄

付金制度の利用

促進に向けて以

下の取組を行う。 

①ホームページ、

広報誌等に制度

に関する情報を

掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②学校法人の募

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

学校法人の外部資金獲

得に資するための、受

配者指定寄付金制度の

利用促進に向けた取組

状況 

〈評価の視点〉 

利用促進活動ができた

か 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

４ 受配者指定寄付金事業（実績報告書P.68～71参照） 

＜主要な業務実績＞ 

４ 受配者指定寄付金事業 

(1)受配者指定寄付金制度の利用促進の取組 

① ホームページ、広報誌等への制度に関する情報を

掲載した。 

○ホームページへの掲載 

・「寄付金事務の手引」改訂版を掲載した。 

・寄付者向け「寄付金リーフレット」(PDF)を掲載した。 

・学校法人向け「寄付金リーフレット」(PDF)を掲載し

た。 

・認定こども園向け「受配者指定寄付金制度利用のご 

案内」を掲載した。  

○認定こども園が受配者指定寄付金制度の対象と

なったことを周知するためのリーフレットを事

業団ホームページに掲載した。 

○「月報私学」への掲載 

・7 月号：受配者指定寄付金の概要を掲載した。 

・12 月号：受配者指定寄付金の利用状況を掲載した。 

・2月号：配付申請書類の締切案内について掲載した。 

○全日本私立幼稚園連合会会誌への掲載 

・全日本私立幼稚園連合会・（財）全日本私立幼

稚園幼児教育研究機構発行「私幼時報」4 月号、

9 月号、12 月号。 

○学校法人向け「寄付金リーフレット」の作成・配付 

・学校法人に対して制度の周知を図り、寄付金募集へ

の取り組みを促進するため学校法人向けの「寄付金

リーフレット」を作成し、高校法人～小学校法人の

すべての法人と幼稚園法人～専修学校法人のうち受

配者指定寄付金の利用実績のある法人及び都道府県

に送付した。（12 月 10 日）  

○新聞等への掲載 

・教育学術新聞、全私学新聞に受配者指定寄付金の概要

を掲載した。 

 

② 募金活動を支援するためのリーフレットの作成・

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

制度に関する情報についてホームペ

ージ、広報誌等へ掲載するとともに、

募金活動を支援するためのリー

フレットを配布するなど、制度の

利用促進を図ったためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 ホームページ、広報誌等により情

報提供を行うほか、新たに対象とな

った認定こども園向けのリーフレ

ットを作成・配付するなど、本制度

の利用促進に向けた対策を適切に

行い、平成 26 年度から 27 年度にか

けて、大学、幼稚園、専修学校につ

いては寄付者数の増加が見られる。 

 また、寄付金ポータルサイトの構

築については、年度内に完了してお

り、今後、早期稼働に向けた取組が

期待される。 

これらのことから、中期目標に向

かって着実に実績を上げており、自

己評価の内容で適切な評価が行わ

れていと言えることから、評定をＢ

とする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 

 

 

評定 Ｂ 
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金活動を支援す

るためのパンフ

レットを作成

し、学校法人、

都道府県主管課

等に配布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③幼稚園から高

等学校までの学

校を設置する学

校法人に対し

て、制度を周知

するためのパン

フレットを作成

し配布するほ

配布 

○学校法人が取り組む寄付金募集において活用するため

の寄付者向け「寄付金リーフレット」を作成した。 

  (10 月 28 日) 

○事業団が行う研修会等において「寄付金リーフレ

ット」を配布した。 

・平成 27 年度私立大学等経常費補助金説明会 

（6 月 2 日～7 月１日） 

  ・私学リーダーズセミナー 

（11 月 19～20 日（短大）名古屋会場） 

（12 月 4 日（大学）京都会場） 

○私学団体が行う各種研修会において寄付者向け

「寄付金リーフレット」（改訂版）の配布を依頼

した。 

・日本私立大学協会 

教育学術充実協議会（11 月 16 日） 

・日本私立短期大学協会 

理事長協議会（12 月 18 日） 

・私学研修福祉会 

  私立大学の教育・研究充実に関する研究会 

(大学の部 11 月 4 日） 

  (短期大学の部 11 月 11 日） 

・日本私立大学協会 

総会（28 年 3 月 28 日） 

○経済団体等を訪問し、制度の説明を行い、会員企業に

対して寄付者向け｢寄付金リーフレット」（改訂版）の

配布を依頼した。 

・一般社団法人日本電機工業会等 17 団体 

○「寄付金事務の手引」を改訂し、寄付者向け「寄付金

リーフレット」（改訂版）と合わせて学校法人及び都道

府県主管課に送付した。 

作成（12 月 2日）    送付（12 月 10 日) 

 

③幼稚園から高等学校までの学校を設置する学校法

人に対する制度の周知 

○「寄付金事務の手引」及び学校法人向け「寄付金リーフ

レット」をホームページに掲載した。 

○「寄付金事務の手引」を改訂し、寄付者向け「寄付金

リーフレット」（改訂版）と合わせて学校法人及び都道

府県主管課に送付した。 

・「寄付金事務の手引」、学校法人向け「寄付金リーフ
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４．その他参考情報 

特になし 

 

  

か、ホームペー

ジ等で公表す

る。 

 

④学校法人の募

金活動を支援す

るため、学校法

人の募金に関す

る情報を企業な

どに提供し、学

校法人への寄付

を促すことを目

的とする「寄付

金ポータルサイ

ト」を構築する。 

レット」及び寄付者向け「寄付金リーフレット」を

送付し、所管の幼稚園法人及び専修学校学校法人に

対して配付と案内を依頼した。（12 月 10 日） 

 

④学校法人の募金活動を支援するため、寄付金の税制優遇制

度、寄付金募集に関する情報、募金事例等について私立学

校から収集した情報を、インターネットを使って広く企業

等に公表する「寄付金ポータルサイト」のシステム開発を

以下のとおり行った。 

 

【開発状況】 

寄付金ポータルサイトのシステム構築（28 年 3月完了） 

・コンテンツ作成 

・ページデザイン作成 

・Ｗｅｂサーバ及びネットワークの環境構築等 

今後は、以下のとおりシステムへの機能追加を行い、私

立学校の寄付金募集に関する情報を収集し、「寄付金ポータ

ルサイト」において適宜、公表することで利用を開始する

予定である。 

 

寄付金ポータルサイトシステムへの機能追加（28 年 8月

完了予定） 

・寄付金ポータルサイト内の検索機能の追加 

・収集データ取り込み機能の追加 

・データ変換機能の追加 

・データ管理機能の追加等 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅰ）１―５ 学術研究振興基金事業 

当該事業実施に 

係る根拠 

日本私立学校振興・共済事業団法 第２３

条 第４号 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標６－１特色ある教育研究を展開す

る私立学校の振興 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

学術研究 

振興資金 

採択件数 

実績値 － 66 件 52 件 54 件 52 件    

人件費 14 14 15   

業務経費 16 21 19   

（貸付事業収益） (1,952) (1,959) (1,686)   

若手研究者 

奨励金 

採択件数 

実績値 － 30 件 44 件 44 件 43 件    

従事人員数 4 4 4   

注 1上記の数値は、財務諸表付属明細書セグメント情報を基に算出した。 

注 2単位は百万円未満切り捨てである。 

注 3貸付事業収益は、貸付事業における利息収支差をいう。※ 

注 4従事人員数は、管理職を勘案した延べ人数としている。 

 

※助成業務に係る全ての事業に係る経費（人件費、業務経費）は、貸付事業の収益で賄っており、本事業の人件費・業務経費

のみを賄うものではない。また、利益が生じた場合には、私学の研修事業を行う団体に対し助成を行うことで、いわば私立学

校に利益を還元する事業を展開している。なお、これらの事業を実施するために、国からの運営費交付金は受けていない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1) 私立大学等に

おける学術研究

の充実を図り、真

に必要な支援と

なるよう、社会の

ニーズや今後の

学術研究に貢献

するテーマを的

確に把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 社会のニーズ

や学術研究に貢

献するテーマを

的確に把握し、学

術研究振興基金

の運用益の現状

を踏まえつつ、若

手研究者の研究

に対する資金交

付の充実を図る

など、交付対象事

業及び採択基準

等の適時適切な

見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 学術研究振興

資金制度の見直

しや周知につい

て、以下の取組を

行う。 

①社会のニーズ

や学術研究に貢

献する研究に対

する助成金とし

て「学術研究振

興資金」と「若

手研究者奨 励

金」を交付する

ため、採択基準

の適時適切な見

直しを行うとと

もに、より適切

な審査を行うた

め、選考審査書

類の改善を 図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

学術研究振興資金制度

の見直し、選考審査書

類の改善、制度の周知

活動の実施、採択状況

等の公表状況 

〈評価の視点〉 

制度の見直しは、より

適切な審査を行うため

の改善となっている

か。また、従来の手法

と異なる新たな広報・

周知活動が展開されて

いるか。選考審査の客

観性及び透明性を確保

する取組が行われてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

５ 学術研究振興基金事業（実績報告書P.72～80参照） 

＜主要な業務実績＞ 

（1）制度の見直しや周知への取組 

① 学術研究振興資金の交付と見直し 

○ 学術研究振興資金の交付 

・平成 27 年度の学術研究振興資金及び若手研究者

奨励金については 26 年 8 月上旬から 10 月下旬に

かけて公募を行った。 

・申請された研究計画計 276 件（学術研究振興資金

162 件、若手研究者奨励金 114 件）について、学

術研究振興資金選考委員（18 名）及び若手研究者

奨励金審査専門委員（15 名）による審査を行い、

第 43 回学術研究振興資金選考委員会(27 年 2 月

23 日に開催)において審議し、計 98 件（学術研究

振興資金 54 件、若手研究者奨励金 44 件※）を採

択した。 

※若手研究者奨励金については、採択決定後に 2

件の交付辞退あり。 

・これら採択研究課題について、27 年 5 月 22 日に

総額 109,200 千円（学術研究振興資金 89,800 千

円、若手研究者奨励金 19,400 千円）を交付した。 

○平成 28 年度分の学術研究振興資金の交付に向けた取組 

平成 28年度学術研究振興資金及び若手研究者奨

励金の交付に向けて、次のとおり見直し等を行う

とともに、学術研究振興資金選考委員会委員及び

若手研究者奨励金審査専門委員に対し、社会のニ

ーズや学術研究の発展に貢献する研究課題を選考

するための書類審査を依頼した（若手研究者奨励

金：平成 27 年 10 月 30 日、学術研究振興資金：平

成 27 年 11 月 18 日）。 

この書類審査の結果に基づき、第 44 回学術研究

振興資金選考委員会（平成 28 年 2 月 22 日開催）

において審議し、計 95 件（学術研究振興資金 52

件、若手研究者奨励金 43 件）を採択した。 

ア 採択基準の見直し 

・平成 28 年度学術研究振興資金及び若手研究者奨

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ａ 

学術研究振興資金交付の採択基準

を見直すとともに、選考審査書類に

ついては、選考委員会の意見を踏ま

えた適切な改善を行い、制度の周知

についても適切に行った。 

さらには、学術研究振興資金の充実

を図るため、新たに、寄付金を財源

とした「若手・女性研究者奨励金」

の制度を創設するとともに、当該奨

励金の財源確保の一方策として自動

販売機を活用した寄付金募集に取り

組むなど、年度計画を上回る成果を

上げたことからＡとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

いずれの項目も評定がＢであるこ

とを踏まえ、「学術研究振興基金事

業」については中期目標に向かって

順調に実績を上げているといえる

ことから、評定をＢとする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 平成２７年度の学術研究振興資

金及び若手研究者奨励金について

は、交付額は減少しているものの交

付件数はわずかながらも増加して

おり、着実に実施されていると言え

る。 

 平成２８年度の学術研究振興資

金の交付に向けては、採択基準の見

直し及び選考委員の意見を踏まえ

て選考審査書類の改善を行ってお

り、適切に取り組んでいると言え

る。 

 また、研究成果の公開、学術研究

振興資金制度の周知や採択状況等

の公表等の取組も行われている。 

 その他、現在の低金利情勢によ

り、資金財源である学術研究振興基

金の運用益の確保が困難となって

いることを課題と認識し、交付額の

縮小への対応として、事業財源の在

り方を検討し、学術研究振興資金の

一部として交付している若手研究

者奨励金について、直接寄付金を充

当することとし、新たに新設した女

性研究者の研究活動を支援する奨

励金と併せて「若手・女性研究者奨

励金」を創設した。なお、当該奨励
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励金の交付に向けて、以下のとおり「採択基準」

を見直した。 

* 学術研究振興資金の対象経費に教育研究経費

の修繕費を含めることとした。 

* 若手研究者奨励金の対象要件の「応募年度 10

月 1 日現在、科学研究費補助金に、新規・継

続にかかわらず採択されていない者」に、研

究分担者を含めることとした。また、これま

で本奨励金に採択されたことのある者につい

ては対象外とした。 

イ 選考審査書類の改善 

「学術研究振興資金」及び「若手研究者奨励

金」の適切な審査のため、第 43 回学術研究振

興資金選考委員会（27 年 2 月 23 日開催）にお

ける選考委員の意見を踏まえ、選考審査書類

（28 年度公募の「研究計画推薦及び研究計画調

書」の記入要領・記入例・計画調書）について、

電子窓口申請の取扱いの開始、共著業績の記入

方法の見直しなどの改善を図った。 

○「若手・女性研究者奨励金」の創設 

学術研究振興資金は、学術研究振興基金（54

億円）の運用益を財源として交付（27 年度交付

予定額１億１千万円）を行っているが、現在の

金利情勢では 27 年度以降 10 年間の運用益は

9000 万円台で推移するとみられ、現状の交付水

準（28 年度交付予定額１億円）を維持できる運

用益の確保は困難な状況である。このため、学

術研究振興資金の事業財源のあり方として、学

術研究振興資金は従来どおり基金の運用益で賄

い、学術研究振興資金の一部として交付してい

た若手研究者奨励金については、新たに直接資

金に充当する寄付金で賄うことにした。 

さらに、女性研究者の研究活動への支援が国

の重要な政策課題であることを鑑み、私立大学

等における優れた研究能力を有する女性研究者

の研究意欲を高め、研究の発展を支援するため、

女性研究者を対象とする奨励金を新設し、若手

研究者奨励金と合わせて、「若手・女性研究者

奨励金」（29 年度公募、30 年度交付予定）を創

設した。 

この「若手・女性研究者奨励金」の創設に当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金については、自動販売機による寄

付金募集活動等を開始している。ま

た、学術研究振興基金の安全かつ効

率的な管理運用についても検討を

行う委員会を立ち上げ、運用方針の

策定、運用先の範囲拡大等について

検討を開始していることについて

も評価できるが、いずれも具体的成

果を生むには至っていない。よっ

て、学術研究振興資金制度の見直し

や周知についての取組を総合的に

勘案すると、中期目標に向かって順

調に実績を上げているといえるこ

とから、評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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②広く一般の研

究者等に対し研

究成果を公開す

るとともに、制

度の周知を 図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たっては、平成 27 年 7 月の執行役員会において、

若手研究者奨励金の拡充とそれに伴う寄付金制

度の創設について諮り、当該奨励金の財源とな

る寄付金の受入及び配付を行うために、平成 27

年 12 月 24 日付けで 「寄付金取扱規程」を一

部改正して、現行規程で定める「その他寄付金」

として取扱うものとした。なお、そのことにつ

いて、平成 28 年 1 月の執行役員会及び運営審議

会において報告した。 

これに伴い、当該奨励金に対する寄付金の募

集活動の一方策として、自動販売機による商品

購入代金の一部を当該奨励金への寄付金とする

仕組みについて検討し、寄付金付きの飲料水自

動販売機として設置するとともに、当該奨励金

に対する理解と協力を求めるためのリーフレッ

トを作成した。 

○ 学術研究振興基金運用検討委員会の設置 

学術研究振興基金の安全かつ効率的な管理運用

について検討を行うため、経営情報・助成担当理

事を委員長とした学術研究振興基金運用検討委

員会を平成 28 年 2 月に設置した。平成 28 年 2 月

以降 2 回の委員会を開催し、運用方針の策定、運

用益の将来推計、運用先の範囲拡大、運用方針の

策定等について検討を行った。 

 

② 研究成果の積極的な公開及び学術研究振興資金制

度周知 

○ 国立情報学研究所のデータベースへの研究成果の

収録 

平成 26 年度学術研究振興資金の交付研究課題

の研究成果について、学校法人から収集した研究

テーマ等を国立情報学研究所の「民間助成研究成

果概要データベース」へ、公益財団法人助成財団

センターを通じて情報提供した。 

（収録原稿送付：8月 4 日、更新：9月 14 日） 

○ 26 年度の「研究報告書」の作成・配布  

平成 26 年度「学術研究振興資金」及び「若手

研究者奨励金」の研究成果を収録した『平成 26 年

度学術研究振興資金 学術研究報告』をCD-ROM と

して作成し、26 年度資金交付校、学術研究振興基

金への寄付者、民間助成団体、国立国会図書館等
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に配付した。（発送：10 月 28 日） 

また、研究成果の公開をより進めるため、事業

団ホームページ及び『月報私学』において当該

CD-ROM を一般の希望者へ送付する旨を案内し

た。（10 月 30 日ホームページ掲載） 

（『月報私学』11 月号掲載） 

なお、本年度より『研究報告』の収録データを

事業団ホームページに掲載した。(10 月 30 日) 

○ 広報誌『月報私学』への研究成果の掲載 

平成 26 年度若手研究者奨励金に採択された助

教 1 名の研究成果を、9 月号に掲載した。 

また、平成 26 年度学術研究振興資金に採択され

た共同研究 1件の研究成果を、11 月号に掲載した。 

○ 公募要領及び記入要領のホームページでの公開 

・学校法人の研究者、事務担当者への平成 28 年度

「学術研究振興資金」及び「若手研究者奨励金」

の周知のため、公募要領、記入要領、申請書様式

記入例を、学校法人宛てに電子窓口による公募通

知文書の配付と同時に事業団ホームページに掲

載した。（8 月 3 日） 

・申請書類作成者の作成の参考とするため、「学術

研究振興資金の公募等に係るQ＆A」「若手研究者

奨励金の公募等に係るQ＆A」を改訂して、公募通

知文書とともに電子窓口にて配付した。また、同

通に事業団ホームページにも掲載した（8 月 3

日）。 

※電子窓口は今年度利用開始 

○ 学術研究振興資金制度の情報提供 

・公益財団法人助成財団センターのホームページに

掲載されている「助成団体データベース」の事業

団の機関情報及び制度の情報の更新を依頼した。 

（提供：7 月 22 日 更新：9 月 17 日） 

・大学病院医療情報ネットワーク研究センターのホ

ームページの「大学病院医療情報ネットワーク」 

に掲載されている事業団の機関情報と制度の情

報の更新を依頼した。 

  （提供：7 月 17 日 更新：8 月 11 日） 

・独立行政法人科学技術振興機構のホームページの

「産学官連携支援データベース」に掲載されてい

る事業団の機関情報と制度の情報の更新を依頼

した。 
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（提供：7 月 27 日 更新：8 月 3 日） 

・私立大学等が参加する説明会や研修会の会場に

て、28 年度「学術研究振興資金」及び「若手研究

者奨励金」の公募に係る案内を配布した。 

* 私立大学等経常費補助金説明会 

（6 月 2 日～7 月 1 日） 

* 関東私立短期大学協会研修会（9 月 7 日） 

* 千葉県私立大学短期大学協会研修会（9 月 11 日） 

* 日本私立大学協会研修会（10 月 15 日） 

* 平成 27 年度私学スタッフセミナー 

（10 月 21～23 日） 

・27 年度「学術研究振興資金」及び「若手研究者奨

励金」の公募情報を新聞に掲載した。 

*『教育学術新聞』（8 月 5 日 掲載） 

*『全私学新聞』（9 月 13 日号 掲載） 

○ 資金の適正な使用の周知 

ア 文書による依頼（「学術研究振興資金の適正な使

用について」） 

・平成 27 年度「学術研究振興資金」及び「若手研究

者奨励金」が交付される学校法人に、交付決定通知

書に同封して送付した。（96 校、4 月 24 日） 

・平成 28 年度「学術研究振興資金」及び「若手研究

者奨励金」が内定した学校法人に対し、選考結果通

知に同封して送付した（95 校、28 年 3 月 4 日） 

イ 28 年度分公募要領等による周知 

28 年度「学術研究振興資金」及び「若手研究者奨励金」

の公募要領において、不適正な使用が行われないよう学

校法人による十分な管理をお願いするとともに、「学術研

究振興資金」の公募等に係る Q＆Aにおいても、不適正な

使用が行われた場合の措置等を明記し、大学、短期大学、

高等専門学校を設置する学校法人へ電子窓口で配付し

た。（664 法人、8 月 3 日） 

ウ ホームページなどによる周知 

事業団ホームページに「学術研究振興資金の不適

切な使用等が行われた場合における取扱い」を引き

続き掲載した。 

また、「学術研究振興資金の公募等に係るQ&A」

「若手研究者奨励金の公募等に係るQ&A」において

も、「不適切な使用の態様」や「不適切な使用等が

行われた場合の返還請求等の取扱い」について引き

続き掲載し、周知を図った。 
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(2) 学術研究振興

基金の趣旨・目的

等の広報活動を

強化し、寄付者の

理解向上に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経済界、私学関

係者等広く一般

に学術研究振興

基金への理解と

協力を得て、基金

の増額を図るた

め、広報活動を強

化する。 

 

③選考審査の客

観性及び透明性

を確保する た

め、採択基準、

応募状況、採択

状況を引き続き

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 経済界、私学関

係者等広く一般

に学術研究振興

基金への理解と

協力を得て、基金

の増額を図るた

め、事業団ホーム

ページや広報誌

の活用、募金趣意

書の配布などに

より広報活動の

強化に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<主な定量的指標> 

なし 

〈その他の指標〉 

広報活動強化の実施状

況 

〈評価の視点〉 

広報活動の強化に努め

たか。 

 

③ 学術研究振興資金及び若手研究者奨励金の採択状

況等の公表 

 ○ 採択基準の公表 

 平成 28 年度「学術研究振興資金」及び「若手研究

者奨励金」の交付に向け、採択基準を見直し、事業

団ホームページに掲載した。（6 月 19 日） 

○ 応募状況の公表 

平成 28 年度「若手研究者奨励金」及び「学術研

究振興資金」の応募状況を、事業団ホームページで

公開した。 

（若手研究者奨励金：10 月 30 日） 

（学術研究振興資金：11 月 13 日） 

○ 採択状況の公表 

・平成 27 年度「学術研究振興資金」及び「若手研究

者奨励金」について、採択された学校ごとの研究

課題を同資金の贈呈式に合わせ「全私学新聞」「教

育学術新聞」に発表した（5 月 15 日）。 

・平成 28 年度「学術研究振興資金」（52 件）及び

「若手研究者奨励金」（43 件）の採択状況（応募

件数・金額、採択件数・金額）及び採択研究課題

一覧（交付先、研究課題、研究代表者、交付額）

を、ホームページに掲載した（28 年 3 月 4 日）。 

 

（2）学術研究振興基金への理解と協力を得るための広報

活動の強化 

ア ホームページ等への掲載 

・「学術研究振興基金のご案内」、「募金協力への

お願い」、「寄付の申込方法」、「寄付金に係る

減免税措置」、「相続財産の寄付」について、引

き続き事業団ホームページに掲載した。 

・広く一般に学術研究振興基金への理解と協力を得

るため、「募金趣意書」をホームページに掲載し

た。（10 月 14 日掲載） 

・「寄付の申込方法」や「税制上の優遇措置」の内

容を見直し、ネットバンキングなどの振込方法の

追加や法人寄付に対する税制優遇措置である損金

算入限度額の事例の追加を行い事業団ホームペー

ジに掲載した。（28 年 3 月 18 日） 

イ 広報誌『月報私学』への掲載 

広報誌『月報私学』において、平成 26 年度若手

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

ホームページにおいて「寄付の申込

方法」や「税制上の優遇措置」の内容

を見直し掲載した。また、広報誌では、

学術研究振興資金の研究の成果など

を掲載するなど、広く一般に学術研究

振興基金への理解と協力を得るため、

従来の活動とともに広報活動を工夫

して強化を図ったためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 学術研究振興基金への寄付金額

は年々減少し、基金の大幅な増額に

は至っていないが、私学事業団のホ

ームページや広報誌において、寄付

の申込方法や税制上の優遇措置の

内容を見直しており、広く一般に学

術研究振興資金への理解と協力を

得るべく努めている。また、「若手・

女性研究者奨励金に係る寄付金型

自動販売機リーフレット」を作成

し、経済団体や私学団体へ配付する

など広報活動の強化に努めており、

これらの取組により中期目標に向

かって順調に実績を上げていると

言える。よって、自己評価に記載の

内容で適切な評価が行われている
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研究者奨励金に採用された助教 1 名の研究の成果

を掲載するとともに、「学術研究振興基金への寄付

のお願い」と題し、税法上の優遇措置を含め、募金

協力をアピールする記事を掲載した。（9 月号） 

また、新たに平成 26 年度学術研究振興資金に採

択された共同研究 1 件の研究の成果を、同誌 11 月

号にも掲載した。 

ウ 「生涯生活設計セミナー」における「学術研究振

興基金へのお願い」及び「募金趣意書」の配付 

一般財団法人教職員生涯福祉財団と私学事業団

（共済事業本部）が共催した、私学共済制度加入者

向けの「生涯生活設計セミナー」において、「学術

研究振興基金へのご寄付のお願い」（案内）及び「募

金趣意書」を配布し、退職後の生活設計を考える個

人に向け、当基金への理解と協力を求めた。（計

164 部、7 月 27・28・31 日、8 月 4・20 日）  

エ 事業団の宿泊施設（ガーデンパレス）への「募金

趣意書」及び案内の配置 

全国 8 か所にある事業団の宿泊施設（ガーデンパ

レス）に募金趣意書及び案内を配布し、施設利用者

等、広く一般に対して募金協力を呼びかけた。 

（計 160 部、11 月 20 日） 

オ 東京臨海病院健康医学センターへの「募金趣意

書」及び案内の配置 

東京臨海病院健康医学センターロビーに「募金趣

意書」及び案内を設置し、施設利用者等、広く一般

に対して募金協力を呼びかけた。（20 部、11 月 20

日） 

カ 日本経団連発行「週刊経団連タイムス」への掲載 

日本経団連発行「週刊経団連タイムス」紙面にお

いて、学術研究振興基金への寄付願いの広告を掲載

した。（12 月 17 日号、28 年 1 月 21 日号） 

キ 「募金趣意書」、「若手・女性研究者奨励金に係

る寄付金リーフレット」及び「若手・女性研究者奨

励金に係る寄付金型自動販売機リーフレット」の経

済団体等への配付 

経済界等への基金事業及び新たに創設した若

手・女性研究者奨励金寄付事業に係る広報活動のた

め、経済団体等の訪問等を実施し、会員企業等に対

する 28 年度版「募金趣意書」及び案内、「若手・

女性研究者奨励金に係る寄付金リーフレット」及び

と認められることから、評定をＢと

する。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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４．その他参考情報 

 特になし 

 

  

「若手・女性研究者奨励金に係る寄付金型自動販売

機リーフレット」を配布し協力を求めた。（28 年 3

月 22～28 日、17 団体） 

ク 『若手・女性研究者奨励金に係る寄付金リーフレ

ット』及び『若手・女性研究者奨励金に係る寄付金

型自動販売機リーフレット』（2 団体・670 部）の

私学団体への配付 

新たに創設した若手・女性研究者奨励金寄付事業

に係る広報活動のため、下記の私学団体の総会にて

同事業の説明と寄付金型自動販売機の設置につい

て案内するとともに、各団体の加盟校に対してリー

フレットを配布し協力を求めた。 

* 一般社団法人日本私立大学連盟（28 年 3月 15 日） 

* 日本私立大学協会（28 年 3月 28 日） 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅰ）１―６ 事業に関する情報開示 

当該事業実施に 

係る根拠 

・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第 11条、 

・独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第 22条 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第 7条第 3項、第 8条第 1項   

・日本私立学校振興・共済事業団法第 12 条第 5号、第 25 条第 6項、第 26条 

業務に関連する政

策・施策 

政策目標６－１特色ある教育研究

を展開する私立学校の振興 

関連する政

策評価・行政

事業レビュ

ー 

－ 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

寄付金

の配付先

等の事業

に関する

情報開示 

実績値 － 352 件 550 件 321 件 503 件    

人件費 － － －   

業務経費 － － －   

（貸付事業収益） － － －   

 

 
従事人員数 － － －   

【インプット情報を記載できない理由】 

私学事業団のホームページ、広報誌「月報私学」及び新聞等の発表に関しては、各課の担当者が業務の一環とし

て作成、編集、申請、承認及び照会を行っているため、専従で従事している部署や組織、人員は存在していない。

また、システム維持管理経費（ホームページ）及び広報関係経費（（印刷・発送費）についても上記の事情から

セグメント毎に割り振られるために記載することは困難。 

 

 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1) 私立大学等経

常費補助金、受配

者指定寄付金及

び学術研究振興

資金の交付先等

の事業に関する

情報については、

ホームページ等

(1) 私立大学等経

常費補助金、受配

者指定寄付金及

び学術研究振興

資金の交付先等

の事業に関する

情報については、

ホームページ等

(1) 私 立 大 学 等

経常費補助金、

受 配 者 指 定 寄

付 金 及 び 学 術

研 究 振 興 資 金

の 交 付 先 等 の

事 業 に 関 す る

情 報 に つ い て

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

事業に関する情報の開

示状況 

〈評価の視点〉 

積極的な情報開示とな

っているか 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

６ 事業に関する情報開示（実績報告書 P.81～85 参照） 

＜主要な業務実績＞ 

６ 事業に関する情報開示 

（1）積極的な情報開示 

○ 私立大学等経常費補助金の交付先等の事業に関す

る情報開示 

新聞等への発表 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

事業に関する情報について、ホーム

ページ等を活用し、積極的に情報開示

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢである

ことを踏まえ、「事業に関する情報

開示」については中期目標に向かっ

て順調に実績を上げていると言え

ることから、評定をＢとする。 
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を活用した積極

的な情報開示を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を活用した積極

的な情報開示を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、ホームペー

ジ 等 を 活 用 し

た 積 極 的 な 情

報開示を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報誌「月報私学」への掲載(再掲) 

・平成26 年度私立大学等経常費補助金最終交付状

況と配分方法の主な変更点（4月号） 

・27 年度予算（4月号） 

・27 年度補助金説明会（5月号） 

・平成27 年度私立大学等経常費補助金配分方法の

主な変更点(7月号) 

・平成27年度第一次交付(12月号) 

・会計検査院の実地検査結果(12月号) 

・27 年度私立大学等経常費補助金について、早期

に積極的な情報開示を行う観点から、3 月の交付

決定と同時に学校別交付額等を報道機関に発表

した（28 年3 月10日）。 

ホームページを活用した積極的な情報開示 

・27年度私立大学等経常費補助金第一次交付の交付

状況を掲載（12月2日） 

・27年度私立大学等経常費補助金について、学校別

交付額等を掲載（28年3月10日） 

・私立大学等経常費補助金取扱要領・配分基準、配

分基準別記8（特別補助）について掲載（28年3

月10 日）【再掲】 

○受配者指定寄付金の配付先等の事業に関する情報

開示 

受配者指定寄付金の配付先学校法人名及び配 

付対象事業名について配付審査・決定後速やかにホ

ームページに掲載した。 

掲載日及び配付対象事業数は以下のとおり。 

ホームページ掲載日 
配付対象
事業数 

平成 27 年 4 月 28 日 19 

5 月 28 日 21 

6 月 30 日 24 

7 月 30 日 35 

8 月 28 日 25 

9 月 29 日 25 

10 月 28 日 21 

11 月 26 日 44 

12 月 24 日 17 

平成 28 年 1 月 29 日 15 

2 月 26 日 82 

3 月 30 日 175 

合 計 503 

を行ったためＢとした。 

  

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 補助金の交付先に関する情報等

について、ホームページや広報誌等

を活用し、積極的な情報開示がなさ

れている。中期目標に向かって順調

に実績を上げていると言え、自己評

価に記載の内容で適切な評価が行

われていると認められることから、

評定をＢとする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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(2) 公表すべき資

料については速

やかに開示する

とともに、原則と

して開示と同時

にホームページ

に掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 公表すべき資

料については速

やかに開示する

とともに、原則と

して開示と同時

にホームページ

に掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 公 表 す べ き

資 料 に つ い て

は 速 や か に 開

示 す る と と も

に、原則として

開 示 と 同 時 に

ホ ー ム ペ ー ジ

に掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

公表すべき資料の開示

状況 

〈評価の視点〉 

速やかな情報開示がで

きているか 

○学術研究振興資金の交付先等の事業に関する情報

開示 

・新聞等への発表【再掲】 

平成27年度「学術研究振興資金」及び「若手研

究者奨励金」について、採択された学校ごとの研

究課題を同資金の贈呈式の開催に合わせ『全私学

新聞』及び『教育学術新聞』に掲載した。（5 月

15日） 

・広報誌『月報私学』への掲載【再掲】 

平成26年度「若手研究者奨励金」に採択された

助教1名の研究成果を、9月号に掲載した。 

また、11月号に、平成26年度「学術研究振興資

金」に採択された共同研究1件の研究成果を掲載

した。併せて、「平成26 年度学術研究振興資金 学

術研究報告」を収録したCD-ROMを希望者へ配布す

る旨を掲載した。 

・ホームページを活用した積極的な情報開示【再掲】 

* 第44回学術研究振興資金選考委員会（28年2 月

22日開催）で採択が決定した平成28年度「学

術研究振興資金」及び「若手研究者奨励金」

の採択状況（応募件数・金額、採択件数・金

額）及び採択研究課題一覧（交付先、研究課

題、研究代表者、交付額）をホームページに

掲載した。（28年3月4日） 

* 「平成26 年度学術研究振興資金 学術研究報

告」をホームページに掲載した 

また、同研究報告を収録したCD-ROMを希望者へ

も配布する旨を、併せて掲載した。 （10月30

日掲載） 

 

○ 法令で公表が義務付けられている資料（更新情報

を掲載） 

・ 事業団法による公表 

「役職員関係」：4月6日、10月5日、28年1月4

日掲載 

「助成業務に関する平成26年度計画業務実績

自己評価書」：6 月 29 日掲載 

「平成26年度計画業務実績報告書」：6 月 29 

日掲載 

・ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する

法律による公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

年度計画どおり公表すべき資料

は遅れることなくホームページ

に掲載したためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 公表すべき資料は速やかに開示

されており、併せてホームページに

掲載されている。また、その他の資

料についても自主的に公表してお

り、中期目標に向かって順調に実績

を上げていると言え、自己評価に記

載の内容で適切な評価が行われて

いると認められることから、評定を

Ｂとする。 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び
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４．その他参考情報 

 特になし 

「役員の数、氏名、任期及び経歴」：4 月 6 日、

10月5日、28年1月4日掲載 

「職員数」：4 月 3 日掲載 

「調達計画（平成27年度）」：6月1日掲載 

「平成26 事業年度財務諸表、業務報告書、決

算報告書（助成勘定）」：11 月20日掲載 

「入札結果・契約結果」（毎月） 

「会計検査院の直近の検査報告」：28年1月26

日掲載 

・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律による公表 

「平成 27 年度における環境物品等の調達の

推進を図るための方針」：4 月 23 日掲載 

「平成 26 年度における環境物品等の調達実

績の概要」：6 月 29 日掲載 

・ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関

する法律による公表 

「個人情報ファイル簿」変更なし 

○ 公表は義務付けられていないが、関連部署が連携

し、自主的に最新の情報を速やかに公表した資料 

・総務部 

「役職員の報酬・給与等について」：7 月 23 日

掲載 

・財務部 

「貸付事業の実施状況」（毎月） 

「決算等の公告（平成26事業年度）」：11月20日

掲載 

・助成部 

「受配者指定寄付金 配付事業一覧」（毎月） 

「支援希望一覧」（随時） 

「支援実施状況一覧」（随時） 

・私学経営情報センター 

「平成27年度私立大学・短期大学等入学志願動

向」： 8 月 6 日掲載 

改善方法＞ 

 特になし 

 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存

なし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 

２－１ 

業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

効率的な業務運営体制の確立 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 組織編成、人員配

置を実情に即して

見直すとともに、業

績評価等を適切に

行うことにより、効

率的な業務運営体

制を確立する。 

業務の進展・変化

に対応し、効率的か

つ機能的な組織運

営を推進するため、

業績評価等を適切

に行い、効率的な業

務運営体制を構築

する。 

私学を取り巻く

経営環境の変化に

伴い、経営相談の充

実及び学校法人の

経営基盤の整備に

対する重点的支援

が求められ、事業団

の機能の充実が一

層重要になってい

る。経営相談、融資

及び補助金業務の

充実を図るととも

に効率的かつ機能

的な組織運営を推

進するため、必要に

応じて組織編成、人

員配置の見直しを

行う。 

〈主な定量的指標〉 

なし 

＜その他の指標＞ 

組織編成、人員配

置の見直し状況 

＜評価の視点＞ 

効率的な業務運営

組織体制の確立が

なされているか。そ

れに応じた組織編

成、人員配置となっ

ているか 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

組織編成、人員配置の見直し（実績報

告書P.86 参照） 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

年度計画を達成し、効率的かつ機能的

な組織運営を推進するため、着実に成果

を上げておりＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 融資業務や経営相談といった学校法人への重

点的な支援が必要とされる分野への人員配置を

行うなど、効率的かつ機能的な組織運営を推進

するために必要な組織編成、人員配置の見直し

を行っており、中期目標に向かって順調に実績

を上げていると言える。よって、自己評価に記

載の内容で適切な評価が行われていると認めら

れていることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

 特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

＜主要な業務実績＞ 

・私立学校施設の耐震化に伴う長期低

利融資の需要増に対応するため、27

年度から融資課に係を増設し、10 月

1日付けで融資課に職員 1名を増員し

た。 

・医科系大学からの経営相談等に対応

するため、26 年度に引き続き専門職

として 1 名を採用した。 

・大学等の教育情報等に関する研究・

分析を行うため、26 年度に引き続き

専門員として 1 名を採用した。 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅱ）２－２ 経費等の見直し・効率化 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

一般管理費の状況 実績値 － 165 百万円 138 百万円 148 百万円 253 百万円   － 

総費用の状況 実績値 － 10,312 百万円 9,535 百万円 8,449 百万円 8,219 百万円   総費用（交付補助金・配付寄附金・雑損を除く） 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 事業団の助成業

務の運営に関して

は、社会情勢の変化

等も勘案しながら、

業務の徹底した見

直しを進めるとと

もに、自己収入の増

に努め、経費の見直

し、効率化を進め

る。 

助成業務の安定

的運営のため、社会

情勢の変化等も勘

案しながら、業務の

徹底した見直しを

進めるとともに、自

己収入の増に努め、

経費の見直し、効率

化に努める。 

一般管理費、総費

用については、以下

の取組を行い、効率

化に努める。 

 

 

 

(1) 予算の執行状

況を定期的に精

査し、効率的執行

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 貸付財源の調

達について、調達

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

＜その他の指標＞ 

予算執行状況の精

査の実施状況 

＜評価の視点＞ 

予算を計画的・効

率的に執行できて

いるか 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

経費等の縮減・効率化（実績報告書P.87

～88 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

予算執行の進捗を確認し計画的・効率的

な予算執行に努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢであることを踏ま

え、「経費等の見直し・効率化」については中期

目標に向かって順調に実績を上げていると言え

ることから、評定をＢとする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 予算の執行状況の定期的な精査等による計画

的・効率的な予算執行に努めており、中期目標

に向かって順調に実績を上げていると言え、自

己評価に記載の内容で適切な評価が行われてい

ると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

 特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 貸付財源の調達について、貸付日の前日に調

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

(1) 予算の執行状況を定期的に精査 

一般管理費・業務経費の予算執行

にあたり、実績額について予算執行

の進捗状況を確認し、支出内容を精

査するとともに、各部署に対して予

算執行予定状況調査及びヒアリン

グ（9 月、10 月、11 月、12 月、平

成 28 年 1 月）を行い、計画的、効

率的な執行に努めた。 

 

 

 

 

(2) 借入金利息の軽減 

貸付財源の調達について、貸付日
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日と貸付日との

期間を短縮し、借

入金利息の軽減

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 一般競争入札

により、調達価格

の削減に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 節電行動計画

を策定し、使用電

力の削減に努め

る。 

＜その他の指標＞ 

借入金利息軽減へ

の取組状況 

＜評価の視点＞ 

調達日と貸付日の

期間が短縮されて

いるか 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

調達価格削減への

取組状況 

〈評価の視点〉 

総経費削減のため

の取組がなされて

いるか 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

節電行動計画の策

定、使用電力削減へ

の取組状況 

〈評価の視点〉 

節電行動計画が策

定されているか、使

用電力が削減され

ているか 

 

の前日に財政融資資金及び厚生年

金勘定からの資金融通により調達

し、翌日に貸付を行うことで借入金

利息の軽減に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 一般競争入札 

・一般競争入札による調達価格の削減 

①学校法人等基礎調査のデータエン

トリー業務 

（26 年度 2,969 千円→27 年度 2,622

千円）△347 千円 

総費用等縮減を図るための取組み 

・印刷製本、備品及び消耗品等の 購

入について、調達額の多寡にかかわ

らず、複数の業者から見積書を徴

し、調達価格の削減を図った。（見

積合わせ 48 回実施） 

 

 

 

(4)節電行動計画の策定、使用電力の削

減 

○節電行動計画 

・夏期の電力需給対策として、以下の

節電行動計画を策定し、使用電力の削

減を図った。 

実施期間：7 月 1 日～9 月 30 日迄 

節電目標：290kw（上限使用電力） 

節電内容：冷房設備の温度設定（夏季

28℃）休憩時間及び退勤時

の室内照明の消灯、OA機器

の電源オフによる節電、エ

レベーターの運転制限 

・節電行動計画の結果（実績） 

各月の最大使用電力はいずれも 290kw

貸付日の前日に借入を行い、借入利息の

軽減に努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

一般競争入札・見積合せの実施により調

達価格の削減に努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

節電行動計画を策定し、使用電力の削減

に努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

達しており、調達日と貸付日の期間の短縮によ

る借入金利息の軽減に取り組んでおり、中期目

標に向かって順調に実績を上げていると言え、

自己評価に記載の内容で適切な評価が行われて

いると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 一般競争入札や見積合わせによる調達価格削

減の取組を着実に進めており、中期目標に向か

って順調に実績を上げていると言え、自己評価

に記載の内容で適切な評価が行われていると認

められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 節電行動計画を策定し、使用電力削減に向け

た取組を適切に実施した結果、節電目標を達成

しており、中期目標に向かって順調に実績を上

げていると言え、自己評価に記載の内容で適切

な評価が行われていると認められることから、

評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 
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以下を達成した（7 月 247kw、 8 月

261kw、9 月 196kw） 

・冬期においても「今冬の節電対策に

ついて」を策定し、27 年 12 月 1 日～

28 年 3 月 31 日の間、暖房設備の温度

設定を 20℃とするなどの節電対策に

取組んだ。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅱ）２－３ 契約の適正化 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

一般競争入札件数 実績値 － 21 件 20 件 20 件 26 件   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 事業団の締結す

る契約については、

真にやむを得ない

ものを除き、原則と

して一般競争入札

によることとする。 

また、契約の適正な

実施については監

事による監査を受

けるとともに、その

契約状況を公表す

ることとする。 

 

事業団の締結す

る契約については、

真にやむを得ない

ものを除き、原則と

して一般競争入札

によることとする。 

また、契約の適正

な実施については

監事による監査を

受けるとともに、そ

の契約状況を引き

続き公表すること

とする。 

契約の適正化に

ついて、以下の取組

を行う。 

 

 

(1) 真にやむを得

ないものを除き、

原則として一般

競争入札による

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

＜その他の指標＞ 

契約の適正化への

取組状況 

＜評価の視点＞ 

真にやむを得ない

ものを除き、一般競

争入札を実施して

いるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

３ 契約の適正化（実績報告書P.89～94

参照） 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

真にやむを得ないものを除き、一般

競争入札を実施し、契約の適正化に努

めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢであることを踏ま

え、「契約の適正化」については中期目標に向か

って順調に実績を上げていると言えることか

ら、評定をＢとする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 「随意契約見直し計画」の取組を継続的に実

施しており、中期目標に向かって順調に実績を

上げていると言え、自己評価に記載の内容で適

切な評価が行われていると認められることか

ら、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 有識者からは、契約の適正化に関して、競争

性のある契約のうち一者応札・応募となってい

る案件があることから、競争性を確保し複数の

業者が応札できるような方策を今後も引き続き

検討してもらいたい旨の意見があった。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

契約の適正化は以下のとおり実施し

た。 

(1)「随意契約見直し計画」に基づき随

意契約から一般競争入札に漸次移行

しており、22 年度をもって見直し計

画による一般競争入札への移行は終

了している。 

27 年度に締結した契約について

は、真にやむを得ないものを除き、一

般競争入札によることとした。 

全契約件数 38 件 

（前年度 31 件） 

・一般競争入札件数 26 件 68.4% 

（前年度 20 件 64.5%） 

・企画競争・公募型 5 件 13.2% 

（前年度 5 件 16.1%） 

・随意契約件数 7 件 18.4% 

（前年度 6 件 19.4%） 
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(2) 契約状況につ

いて、毎月、監事

による監査を受

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 契約状況につ

いて、引き続きホ

ームページに公

表する。 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

監事監査の実施状

況 

〈評価の視点〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

契約結果の公表状

況 

〈評価の視点〉 

なし 

 

 

(2)監事による監査については、毎月実

施している会計監査において契約状

況等の監査を受けている。また、毎月

「契約結果一覧」及び「入札結果一覧」

を掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)27 年度に締結した契約については以下

のとおりである。 

結果の公表については、「契約結果

公表基準」に基づいてホームページで

公表した。 

また、環境物品等の調達について

は、「環境物品等の調達の推進に関す

る基本方針」に基づき目標を定め実施

した。 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

毎月、監事監査において監査を受け、契

約の適正化に努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

契約状況についてホームページに公表

し、契約の適正化に努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 監事による会計監査を実施するとともに、契

約状況の公表など契約の適正化に向けた取組を

着実に実施しており、中期目標に向かって順調

に実績を上げていると言え、自己評価に記載の

内容で適正な評価が行われていると認められる

ことから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 契約結果の公表により、契約の競争性及び透

明性を適切に確保していることから、中期目標

に向かって順調に実績を上げていると言え、自

己評価に記載の内容で適正な評価が行われてい

ると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅱ）２－４ 内部統制の充実・強化 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 法令等を遵守し

つつ業務を行い、

事業団の目的を有

効かつ効率的に果

たすため、「独立行

政法人における内

部統制と評価につ

いて」（平成２２年

３月２３日独立行

政法人における内

部統制と評価に関

する研究会）及び

総務省政策評価・

独立行政法人評価

委員会から独立行

政法人評価委員会

等に通知した事項

を参考に、内部統

制の充実・強化を

図る。 

法令等を遵守し

つつ業務を行い、

事業団の目的を有

効かつ効率的に果

たすため、「独立行

政法人における内

部統制と評価につ

いて」（平成２２年

３月２３日独立行

政法人における内

部統制と評価に関

する研究会）及び

総務省政策評価・

独立行政法人評価

委員会から独立行

政法人評価委員会

等に通知した事項

を参考に、内部統

制の充実・強化を

図る。 

理事長のリーダ

ーシップの下、法令

等を遵守しつつ業

務を行い、事業団の

目的を有効かつ効

率的に果たすため、

また、平成 27 年度

より施行される新

たな独立行政法人

制度の趣旨も踏ま

え、内部統制委員会

を設置し、以下の取

組により、内部統制

の充実・強化を図

る。 

(1) 法人のミッシ

ョンの周知徹底 

中期目標・中期

計画を踏まえた

事業団としての

ミッションを有

効かつ効果的に

果たすため、理事

会、運営審議会、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈主な定量的指標〉 

なし  

〈その他の指標〉 

理事会等での審議

内容について全職員

への周知状況 

〈評価の視点〉 

理事長は、組織にと

って重要な情報等に

＜実績報告書等参照箇所＞ 

４ 内部統制の充実・強化（実績報告書 P.95

～102 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

年度計画どおりに取組み、内部統制

の充実及び強化を図れているためＢ

とした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢであることを踏ま

え、「内部統制の充実・強化」については中期

目標に向かって順調に実績を上げていると言

えることから、評定をＢとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 理事長のリーダーシップの下、事業団のミッ

ションを有効かつ効率的に果たすため、理事

会、運営審議会等の議事内容を周知する体制が

構築されている。また、平成２７年度の独立行

政法人通則法の改正に伴い、内部統制委員会の

設置をはじめ、必要な規程を整備しており、内

部統制の充実が図られている。 

 これらのことから、中期目標に向かって順調

＜主な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法人のミッションの周知徹底  

・法人のミッションの役職員への周知徹底

については、執行役員会議、運営審議会、

理事会等の議事内容について、管理職か

ら職員への会議資料を基にした報告に

より周知徹底が図られた。また、理事会

の議事録を内部職員向けポータルサイ

トに掲載し、議事内容の周知を図った。 

・独立行政法人通則法の改正に伴い、助成業務
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執行役員会議等

における審議内

容について、全職

員に対して周知

徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 外部監査の実

施 

監事監査、監査

室による内部監

査に加えて、会計

監査人による外

部監査を引き続

き実施し、業務の

適正かつ効率的

な運営を確保す

るとともに、財務

諸表の適正性及

び信頼性を高め

る。 

 

 

 

 

 

 

(3) 内部監査の充

実・強化 

内部監査につ

いては、監事監査

と連携を保ちな

がら、中期計画に

ついて適時的確に把

握するとともに、法

人のミッション等に

ついて役職員に周知

徹底が図られたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

会計監査人による

外部監査の実施状況 

〈評価の視点〉 

財務諸表の適正性

及び信頼性を高める

ため、外部監査を実

施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉な

し 

〈その他の指標〉 

定期監査の実施状況 

〈評価の視点〉 

監事監査との連携が

方法書に理事長及び理事の職務の執行が法

令に適合することを確保するための体制及

び事業団の業務の適正を確保するための体

制を整備するための事項を記載し、改正し

た。（4月 1日） 

・助成業務方法書の改正に伴い、法人の「運営

基本理念」及び「運営方針」を策定するとと

もに理事会規程を改正した。（5月 28 日） 

・内部統制の推進のため、内部統制委員会の設

置等について定めた内部統制規程を制定し

た（5月 28 日）。 

・リスクへの適切な対応を可能とするため、リ

スク管理委員会の設置等について定めたリ

スク管理規程を制定した（5 月 28 日）。 

 

(2) 外部監査の実施 

会計監査人による監査については、財務

諸表の適正性及び信頼性を高めるため、18

年度から自主的に導入してきた。27 年度

からは事業団法の改正により会計監査人

による監査が義務化された。 

〈26 年度監査実績〉新日本有限責任監査法

人 

・26 年度期末実査監査（4月 2日） 

・26 年度決算監査（5月 21 日～6 月 3日） 

・26 年度監査結果報告会（6月 11 日） 

〈27 年度監査〉新日本有限責任監査法人 

・27 年度期中監査（10 月 5 日・7日～9日） 

・監査説明会（12 月 9 日） 

・理事者とのディスカッション（12 月 9

日） 

・27 年度期中監査（28 年 1 月 25 日） 

・27 年度期中監査（28 年 2 月 15 日～17

日・23 日） 

 

(3) 内部監査の充実・強化 

○ 監事監査・内部監査 

以下のとおり監事監査、内部監査を実

施した。 

なお、監事監査及び内部監査の結果に

ついては、対象部署の監査終了後「監査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

財務諸表の適正性及び信頼性を高める

ため、会計監査法人による監査を実施し

たためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

内部監査については、監事監査と連携

を保ちながら定期監査を実施し、必要な

助言等を行ったためＢとした。 

 

に実績を上げていると言え、自己評価に記載し

た内容で適切な評価が行われていると認めら

れることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 日本私立学校振興・共済事業団法の改正に伴

い平成２７年度から会計監査人による監査が

義務付けられたが、これまでも自主的に会計監

査人による外部監査を導入していたこともあ

り、スムーズかつ適切に監査が実施されてお

り、中期目標に向かって順調に実績を上げてい

ると言え、自己評価に記載の内容で適切な評価

が行われていると認められることから、評定を

Ｂとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からの異存なし。 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 内部監査について、監事監査と連携しつつ定

期監査を実施しており、４つの重点事項を定

め、適切に監査を行っている。助言等を行った

事項に対する措置状況についても検証してお

り、中期目標に向かって順調に実績を上げてい
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基づき定期監査

を実施する。実施

にあたっては、重

点事項を定めて

業務運営の実状

を調査のうえ、業

務の効果的かつ

効率的執行及び

会計経理の適正

を図るために必

要な助言等を行

い、助言を行った

事項については

その措置状況を

検証する。 

 

 

 

(4) リスク管理・進

捗管理 

事業団のリス

ク管理体制を整

備し、業務の円滑

な運営のためリ

スク管理委員会

を設置する。 

また、事業団の

目的や中期目標

の達成に向け業

務の適正な進捗

管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できているか、重点

項目を定めて業務運

営の実状を調査し、

必要な助言を行って

いるか、過去に助言

を行った事項につい

てフォローアップし

ているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

リスク管理体制の整

備状況 

〈評価の視点〉 

リスクの把握と対応

を適切に行うための業

務の進捗管理を行って

いるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果報告書」を作成し、理事長に報告し

て措置を求めた。 

その後、その措置状況について検証し

た。 

・監事監査 

（会計監査） 

月例監査（毎月実施） 

決算監査（助成） 

5 月 29 日経理第一課 

（業務監査） 

補助金課 

寄付金課 

融資部 

8 月 6 日 

10 月 9 日 

10 月 30 日 

システム管理室 28 年 1 月 25 日 

・内部監査 

寄付金課 10 月 9 日 

企画室 28 年 1 月 15 日 

 

(4) リスク管理・進捗管理 

○中期目標の達成を阻害する課題（リス

ク）の把握と対応 

・助成業務方法書の改正に伴い、リスク管

理委員会の設置等について定めたリス

ク管理規程を制定した（5 月 28 日理事

長決裁）。【再掲】 

・27 年度のリスクの状況について、各部

署に対してヒアリングを実施した。（9

月 10～30 日） 

その結果をもとに、各リスクの発生可

能性や発生した場合の影響度の見直し、

また、リスクの原因及び対応状況等の精

査を行い「リスク内容総括表」に反映さ

せた。 

・リスク管理委員会を開催（12 月 10 日開

催）し、リスク評価について検討・審議

し、リスク評価結果について決定した

（12 月 25 日付決裁）。 

リスク管理委員会での審議結果につ

いて内部統制委員会（28 年 1 月 21 日開

催）に報告した。 

○業務継続計画（ＢＣＰ）説明会の開催 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

事業団の目的や中期目標の達成を阻害

する要因（リスク）の把握と対応に努め

たためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ると言え、自己評価に記載の内容で適切な評価

が行われていると認められることから、評定を

Ｂとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 事業団の目的や中期目標の達成を阻害する

リスクを把握するためヒアリングを実施し、平

成２７年度から設置したリスク管理委員会に

おいてリスク評価について検討・審議し、その

結果をまとめ、内部統制委員会に報告してい

る。また、災害時の業務継続計画についても、

全職員に対し説明会を行い、防災対策に応じた

改正も行っている。その他にも、業務進捗管理

を定期的に行うことで、リスクの把握や対応に

努めている。 

 これらのことから、中期目標に向かって順調

に実績を上げていると言え、自己評価に記載の

内容で適切な評価が行われていると認められ

ることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 
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(5) 情報セキュリ

ティの維持・改善 

管理する情報

の安全性向上の

ため、情報セキュ

リティの維持・改

善に努めること

とし、以下の取組

を行う。 

①政府機関統一

基準の改訂に基

づき、事業団情

報セキュリティ

ポリシーの見直

しを図る。 

 

②情報セキュリ

ティ対策を適切

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

情報セキュリティポ

リシーの見直し、役職

員が情報セキュリティ

に対する理解を深める

ための取組状況 

〈評価の視点〉 

情報セキュリティの

維持・改善が図られて

いるか 

 

・業務継続計画を職員へ周知するため、全

職員に対し説明会を実施した。 

（8 月 25 日、8 月 27 日、9 月 9 日、11 月

11 日開催） 

○業務継続計画（ＢＣＰ）の改正 

・「安否確認サービスの導入」や「非常用電源

装置の設置」等、27 年度実施の防災対策に伴

い、業務継続計画を改正した（28 年 3 月 31

日付）。 

○年度計画の進捗管理 

平成 26年度計画の実績については「助

成業務に関する平成 26 年度計画業務実

績自己評価書」として取りまとめ 6 月

24 日の理事会での審議を踏まえ、決定

し、6 月 29 日付けで文部科学省に提出

した。 

平成 27 年度計画の実績については、

中期計画・実績評価部会（11 月 10 日、

28 年 1 月 28 日開催）において、各課実

績について報告・協議し、年度計画の達

成を阻害する要因の把握・対応を行うこ

とにより進捗管理を行った。 

 

(5) 情報セキュリティの維持・改善 

①事業団情報セキュリティポリシーに係る見

直し 

政府機関統一基準の改訂は行われなか

ったものの、情報セキュリティポリシー

実施手順書においては障害等の対処に

ついて見直しの検討を図った。 

②「情報セキュリティポリシー」に基づく、

情報セキュリティの維持に向けての取

組み 

他の政府関係機関における個人情報

漏洩事件を踏まえ、全役職員を対象とし

た情報セキュリティ研修を以下のとお

り実施した。 

＊「事件の当事者にならないために」 

6 月 15 日（2 回） 

6 月 22 日（2 回） 

6 月 26 日（2 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

管理する情報の安全を確保するため情

報セキュリティの維持・改善に努めたた

めＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 今般発生している個人情報漏洩問題を踏ま

え、全職員を対象とした情報セキュリティ研修

の実施や実施手順書に基づく自己点検調査を

実施するなど、情報セキュリティの維持・改善

に向けた取組が適切になされている。これらの

ことから、中期目標に向かって順調に実績を上

げていると言え、自己評価に記載の内容で適切

な評価が行われていると認められることから、

評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは意見なし。 
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に実践するた

め、情報セキュ

リティ研修等を

通じて、役職員

の情報セキュリ

ティに対する理

解を深める。 

7 月 22 日（1 回）合計 7 回 

＊「外部接続環境における留意点につい

て」及び「標的型攻撃メールに備える」 

28 年 3 月 10 日（1 回） 

28 年 3 月 14 日（1 回）合計 2 回 

・「情報セキュリティポリシー実施手順書」

に基づき、私学振興事業本部に勤務する

者に対して、「自己点検票」による調査

を実施した。（7 月 10 日） 

＊7 月 22 日回答期限、提出は 100％であ

った。 

＊8 月 26 日「自己点検に基づく改善チェッ

クリスト」を共有フォルダに掲載し、役職

員に確認させた。 

・「平成 27 事業年度情報セキュリティ監

査計画」に基づく監査を以下のとおり実

施した。 

10 月 13 日 助成部補助金課・寄付金課 

11 月  9 日 総務部総務課・人事課 

12 月  3 日 財務部経理第一課 

・自己点検票の分析結果を情報セキュリテ

ィ小委員会に報告（28 年 3 月 9 日） 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 

３－１ 

予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務内容の実現 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 (1) 事業年度ごと

に収支計画を作

成するとともに、

当該収支計画に

沿った適切な運

営に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事業年度ごと

に収支計画を作

成するとともに、

当該収支計画に

沿った適切な運

営に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 収支計画を作

成し、当該収支

計画に沿った適

切な運営に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

収支計画の作成、

それに沿った適切

な運営状況 

〈評価の視点〉 

収支計画を作成

し、それに沿った適

切な運営ができた

か 

事 業団財政の中

期的な展望を検討

しているか 

私立学校の耐震

改築事業への長期

低利融資の需要増

加に伴い、貸付事業

収益の減額が見込

まれるため、引き続

き事業団財政の中

期的な展望の検討

を行うとともに、併

＜実績報告書等参照箇所＞ 

１ 収益の確保、予算の効率的な執行、

適切な財務内容の実現 

（実績報告書P.103～107参照） 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

収支計画に沿った運営をし、経費等の縮

減、効率化に努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

引き続き事業団財政の中期的な展望

の検討を行うとともに、併せて健全な

財政運営の維持に向けた方策の検討

を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢであることを踏まえ、

「収益の確保、予算の効率的な執行、適切な財務

内容の実現」については中期目標に向かって順調

に実績を上げていると言えることから、評定をＢ

とする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 補正予算等に伴い収支計画を２度変更してい

るが、計画に沿った運営は適切に行われていると

認められる。また、事業団財政の中期的な展望に

ついては、損益シミュレーションを作成し、事業

団の財政運営の健全化、安定化を図るための方策

を検討している。その結果、私立学校の耐震化事

業に係る新たな利子助成制度の創設に至ったこ

とは評価できる。これらのことから、中期目標に

向かって順調に実績を上げていると言え、自己評

価に記載の内容で適切な評価が行われていると

認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

(1) 収支計画の作成及び執行状況 

27 年度収支計画については、中期計

画における人件費をはじめとする、

経費の縮減・効率化を含む各事業の

計画予算額に基づき作成した。 

○ 収支計画の作成 

（当初計画） 

・貸付事業における収益を確保し、

財務運営の健全化を図るため、貸

付計画額（700 億円）の達成、繰上

償還の計画的な受入（20 億円）、

貸付資金の安定的な調達（借入金

589 億円）等の事業計画に基づき、

積算し、運営経費については、人

件費を含む経費等の縮減・効率化

の計画に基づき積算し作成した。 

（変更後計画） 

・当初計画において未計上であった助
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せて健全な財政運

営の維持に向けた

方策の検討を行っ

たか。【平成 26 年

評価結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成金及び厚生年金勘定への繰入につ

いて、26 年度決算における利益処分

額を計上するため、予算を変更した。

（6 月 29 日変更届出） 

・助成金 未計上→236 百万円 

・厚生年金勘定への繰入金  

未計上→140 百万円 

私学振興事業本部事務所の設備工

事等及び情報システム開発の実施に

伴い追加予算を計上した。（6 月 29

日変更届出） 

・一般管理費 167 百万円→187 百万

円 

・施設設備費 318 百万円→468 百万

円 

・業務経費 498 百万円→798 百万円 

私立学校施設の耐震改築等に対す

る長期低利融資の需要増加に伴い貸

付財源（財政融資資金 361 億円）が補

正予算により追加措置されたため収

支計画について所要の変更を行った。

（平成 28 年 1 月 29 日変更届出） 

・貸付計画額 700 億円→1,061 億円 

・財源計画額 借入金 589 億円→

950 億円 

（財政融資資金 367 億円→ 728 億

円） 

○収支計画に沿った運営 

貸付事業については、貸付計画額

1,061 億円に対して貸付実績額は

1,047 億円、繰上償還受入計画額 20

億円に対して 8 億円（補償金付繰上

償還を除く）、借入計画額 950 億円

に対して 937 億円となった。 

貸付金利息と借入・債券利息との

収支差は、計画額 1,054 百万円に対

して 1,686百万円と 632百万円の増

額となった。 

貸倒引当金は、計画額 94 百万円

の繰入に対して 1,175 百万円の戻

入となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価について、有識者からは意見なし。 
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(2) その他必要な

収益確保の観点

から、自己収入の

確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他必要な

収益を確保し、適

切な財務内容の

実現を図る観点

から、刊行物の販

売及び事務所内

の会議室等の一

般利用を促進し、

自己収入の確保

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 刊行物の販売

収入等の自己収

入の確保に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

刊行物の販売等に

よる収入の確保状

況 

〈評価の視点〉 

自己収入の確保に

努めたか 

 

この結果、平成 27 年度の当期総

利益は、821 百万円となり、計画額

△785 百万円に対して、1,606 百万

円の増額となった。 

○中期的な展望に立った財政運営の

検討 

中期的な展望に立ち、助成業務 

における財政運営の健全化、安定化

を図るために、第 3 期中期計画期間

の収支状況について、26 年度決算

をもとに、損益シミュレーションを

作成した。また、その損益シミュレ

ーション等をもとに私立学校の耐

震改築等事業に対する長期低利融

資を 28 年度も継続して実施するこ

とについて検討した。 

その結果、出資金方式による耐震

改築事業の長期低利融資の継続は、

助成業務の財政状況を悪化させる

ことから、事業団の財政運営の健全

化、安定化を図るため、新たな利子

助成制度の創設を文部科学省に要

望し、平成 28 年度予算において認

められた。 

なお、検討内容は以下のとおり

職員に周知した。 

・管理職（9 月 15 日） 

・課長補佐職（10 月 21 日・26 日） 

・係長職（10 月 22 日・28 日） 

・係員（10 月 29 日） 

 

(2) 刊行物の販売収入等自己収入の確

保 

刊行物の販売収入等による、自己

収入の確保に努めた。 

刊行物の販売状況 

・「平成 26 年度版今日の私学財政（幼

稚園・特別支援学校編）」及び「平

成 26 年度版今日の私学財政（専修

学校・各種学校編）」の刊行・販

売開始 8 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

刊行物の販売等を実施し、自己収入の確

保に努めたためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 刊行物の販売等を通じ、自己収入の確保に努め

ており、中期目標に向かって順調に実績を上げて

いると言える。よって、自己評価に記載の内容で

適切な評価が行われていると認められることか

ら、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 
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・「平成 27 年度版今日の私学財政（高

等学校・中学校・小学校編）CD‐

ROM」の刊行・販売開始 1 月 

・「学校法人の経営に関する実務問

答集《改正会計基準対応版》」の

刊行・販売開始 3 月 

※販売実績 

・ 販売冊数 564 冊 

・ 販売収入 1,172 千円 

講師派遣 

・ 派遣件数 28 件 

・ 派遣収入 1,040 千円 

平成 27 年度私学リーダーズセミナー 

・ セミナー収入  91 件 1,910 千円 

平成 27 年度私学スタッフセミナー 

・ セミナー収入  48 件 2,400 千円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅲ）３－２ 財務内容の管理・運営の適正化 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 事業ごとに厳格

か つ 客 観 的 な 評

価・分析を実施し、

その結果を踏まえ

事業への経費配分

や業務運営の効率

化に反映させる。ま

た、財務状態の健全

性の確保及び財務

内容等の一層の透

明性を確保する。 

(1) 事業ごとの厳

格かつ客観的な

評価・分析の実施

を促進し、その結

果を事業選択や

業務運営の効率

化に反映させる

こと等により見

直しの実効性を

確保するととも

に、財務内容等の

一層の透明性を

確保する観点か

ら、引き続き決算

情報・セグメント

情報について公

表内容の充実を

図る。 

また、財務諸表

の適正性及び信

頼性を高めるた

め、自主的に導入

した公認会計士

(1) 事業ごとの厳

格かつ客観的な

評価・分析の実施

を促進し、その結

果を予算配分や

業務運営の効率

化に反映させる。 

決算情報・セグ

メント情報の公

表内容の充実を

図る観点から、平

成２６事業年度

決算内容のダイ

ジェスト版及び

財務状況の経年

推移を作成し公

表する。 

また、公認会計

士による監査の

実施後、平成２６

事業年度独立監

査人による監査

報告書をホーム

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

事業ごとの厳格

かつ客観的な評

価・分析、その結

果の予算配分や

業務運営への反

映状況 

決算情報等の経

年推移の作成・公

表、その内容の独

立監査人による

監査報告書とし

ての公表状況 

 

〈評価の視点〉 

事業ごとに行っ

た評価・分析の結

果を、予算配分や

業務運営の効率

化に反映させて

いるか。また、財

＜実績報告書等参照箇所＞ 

２ 財務内容の管理・運営の適正化 

（実績報告書 P.108～113 参照） 

 
 
 
 
〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

財務内容の透明性等の確保のため、左

記の内容を計画通り実施したためＢ

とした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢであることを踏まえ、

「財務内容の管理・運営の適正化」については中

期目標に向かって順調に実績を上げていると言

えることから、評定をＢとする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の一環

として、中期計画・実績評価部会において年度計

画の進捗管理を行い、全役職員で情報を共有して

いる。また、予算編成にあたっては、学齢人口の

減少に伴い経営が厳しい状況にある私学をより

一層支援するために経営支援・情報提供・融資業

務の強化を図るなど、適切な対応を行っている。 

 また、決算情報等の経年推移や会計監査人によ

る監査報告書の公表も適時適切に行っており、財

務状態の健全性の確保及び財務内容等の透明性

の確保に努めている。よって、中期目標に向かっ

て順調に実績を上げており、自己評価に記載の内

容で適切な評価が行われていると認められるこ

とから、評定をＢとする。 

 

＜主要な業務実績＞ 

(1) 予算配分、業務運営の効率化 

○決算内容のダイジェスト版の公表 

業務内容に基づき助成業務（助成勘

定）及び共済業務（短期勘定、長期

勘定、福祉勘定、共済業務勘定）の

5 勘定の決算の概要を作成し、決算

承認後にホームページに公表した。

（11 月 20 日） 

○財務状況の経年推移の公表 

財務諸表の公表に併せ、財務状況の

経年推移を作成公表した。 

また、会計監査人の監査報告書も併

せて公表した。（11 月 20 日） 

○会計監査人による監査【再掲】 

会計監査人による監査については、

財務諸表の適正性及び信頼性を高

めるため、18 年度から自主的に導入

してきた。27 年度からは事業団法の

改正により会計監査人による監査
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の監査を継続す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 財務状態の健

全性を確保する

ため、債権の適切

な回収を図るこ

となどにより、収

支状況の改善に

努める。特に信用

リスクに備える

ため、適正な貸倒

引当金の設定を

行う。 

ページに公表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 財務状態の健

全性を確保する

ため、債権の適切

な回収を図るこ

となどにより収

支状況の改善に

努める。特に、信

用リスクに備え

るため、適正な貸

倒引当金の設定

を行う。 

務状態の健全性

の確保及び財務

内容等の透明性

の確保に努めた

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

財務状態の健全

性の確保への取

組状況 

貸倒引当金の適

切な実施状況 

 

〈評価の視点〉 

財務状態の健全

性を確保するた

め、債権の適切な

回収を図り収支

状況の改善に努

めたか。 

 

が義務化された。 

〈26 年度監査実績〉新日本有限責任監

査法人 

・26 年度期末実査監査（4月 2日） 

・26 年度決算監査（5月 21 日～6 月 3

日） 

・26 年度監査結果報告会（6月 11 日） 

〈27 年度監査〉新日本有限責任監査法

人【再掲】 

・27 年度期中監査（10 月 5 日・7 日～9

日） 

・監査説明会（12 月 9 日） 

・理事者とのディスカッション（12 月

9 日） 

・27 年度期中監査（28 年 1 月 25 日） 

・27 年度期中監査（28 年 2 月 15～17

日・23 日） 

 

(2) 財務状態の健全性の確保 

・信用リスク管理に係る取組 

滞納法人に対しては顧問弁護士の助言を

得て、面接、文書、出張等の方法により督

促を行い、リスク管理債権の圧縮に努め

た。貸出条件緩和法人等のリスクの高い法

人については、審査・管理室と私学経営情

報センターが連携を図り、協働してリスク

管理債権の圧縮に努めた結果、平成 27 年

度末のリスク管理債権額は 8,285 百万円

となり、前年度に比べ 5,600 百万円減とな

った。この結果、リスク管理債権額の総貸

付金残高に対する割合は 1.33%（平成 26

年度末の東日本大震災による格付を除く

割合は 1.67%、東日本大震災による格付を

含めた場合は 2.39％）となった。 

・適正な貸倒引当金の設定 

貸付債権のもつ信用リスクを早期に把握

するため、「自己査定基準」に基づいて担

保評価の見直し等を行い平成 27 年度も適

切なリスク管理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

財務内容の健全性のため、計画通り左

記の内容を実施しておりＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価については、有識者からは異存なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 顧問弁護士の助言を得て、滞納法人への対応を

適切に行い、審査・管理室と私学経営情報センタ

ーとの連携により、リスク管理債権の圧縮に努め

ており、債権の適切な回収を図ることで総貸付金

残高に対するリスク管理債権の割合も減少して

いる。これらの取組を通じ、収支状況の改善に努

めており、財務状態の健全性の確保のために適切

な取組が行われていると言える。 

また、貸倒引当金の設定も適切に行われてお

り、中期目標に向かって順調に実績を上げてい

る。自己評価に記載の内容で適切な評価が行われ

ていると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅲ）３－３ 人件費・管理運営の適正化 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 役職員の給与に

関しては、国家公務

員給与の見直しの

動向を踏まえ、必要

な見直しを行う。 

役職員の給与に

関しては、国家公務

員給与の見直しの

動向も踏まえ、必要

な見直しを行う。 

また、事業団の機

能強化を図るため、

業務の執行に必要

な人員を確保する

とともに組織編成

及び人員配置を適

宜見直し、組織の効

率化に努める。 

 

経営相談、融資及

び補助金業務の充

実を図るとともに、

業務の効率的執行

により、人件費・管

理運営の適正化に

努める。 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

業務の充実と効

率的な執行によ

る人件費・管理運

営の適正化への

取組状況 

 

〈評価の視点〉 

人件費・管理運営

の 適 正 化 に 努 め

たか 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

３ 人件費の適正化についての取組み 

（実績報告書P.114～115 参照） 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

年度計画を概ね達成し、着実に成果を

上げているためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 経営相談や融資業務といった学校法人への重

点的な支援が必要とされる分野における人員配

置の充実を図っている。一方、業務の効率的執行

のための体制整備や定時退勤日の周知などを通

じて人件費の抑制に適切に取り組んでおり、中期

目標に向かって順調に実績を上げており、自己評

価に記載の内容で適切な評価が行われていると

認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

＜主要な業務実績＞ 

業務の効率性・有効性に配慮しつつ、

管理職の 1 ポスト（システム管理室次

長）について兼務をさせた。 

この他、毎週水・金曜日の定時退勤日

を周知するため、内部ポータルサイト及

び館内放送を通じて定時での退勤を促

した。 

また、定例の会議において、毎月の各

課等の超過勤務状況をグラフ等で示し、

各課長等とのヒアリングを通じて超過

勤務の抑制に努めた。 

 
 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅲ）３－４ 期間全体に係る予算 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 予算 

 

   ＜業務実績報告書等参照箇所＞ 

４ 予算（実績報告書 P.116～123 参照） 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

収支報告は適切と評価できるためＢとし

た。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 自己評価に記載の内容で適切な評価が行われ

ていると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評定について、有識者からは異存なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅲ）３－５ 期間全体に係る収支計画 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 収支計画     ＜業務実績報告書等参照箇所＞ 

５ 収支計画（実績報告書 P.124～131 参照） 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

収支計画は適切と評価できるためＢとし

た。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 自己評価に記載の内容で適切な評価が行われ

ていると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅲ）３－６ 期間全体に係る資金計画 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 資金計画    ＜業務実績報告書等参照箇所＞ 

６ 資金計画（実績報告書 P.132～139 参照） 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

資金計画は適切と評価できるためＢと

した。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 自己評価に記載の内容で適切な評価が行われ

ていると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 



73 
 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 短期借入予定なし 

 

短期借入予定なし 

 

短期借入予定なし 

 

＜主な定量的指標＞ 

なし 
 

＜その他の指標＞ 
なし 
 

＜評価の視点＞ 
短期借入金は有

るか。有る場合は、
その額及び必要性
は適切か。 
 

短期借入なし 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：－  

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

評定 － 

－ 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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 様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ 

５－１ 

その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

施設・設備に関する計画 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 事業団における

老朽化した施設・設

備について、必要な

改修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

なし 

〈評価の視点〉 

施設及び設備

に関する計画は

有るか。有る場合

は、当該計画の進

捗は順調か。 

 

＜業務実績報告書等参照箇所＞ 

１ 施設・設備に関する計画 

（実績報告書P.140～141参照） 

＜主要な業務実績＞ 

平成27年度の施設・整備に関して、当

初計画額318百万円を468百万円に変更

し（6月29日変更届出）、私学振興事業

本部事務所建物改修工事を以下のとお

り実施した。 

 ・吹付け石綿除去工事 10,670 千円 

・空調設備改修及びその他付帯工事 

361,800 千円 

・非常用発電機新設工事  

32,292 千円 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

左記の内容で計画通り工事を実施した

ためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 平成２７年度の施設・整備に関して、当初計画

を変更し、必要な改修を完了しており、自己評価

に記載の内容で適切な評価が行われていると認

められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

 特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

  

中期計画 

平成２５年度～平成２９年度 

施設・設備計画   （単位：百万円） 

施設・設備の内容 金額 備考 

事務所建物改修工事 318 － 

 

年度計画 

平成２７年度 施設・設備計画    

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 金額 備考 

事務所建物改修工事 468 － 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅴ）５－２ 人事に関する計画 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 業務に必要な専門

知識の向上を図るた

め、職員の研修の推

進を図る。 

(1) 業務執行の効

率化を図るため、

各事業の業務量

や職員の適性を

考慮した人員配

置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人事異動基本

方針に基づき、職

員の適性、各部署

の業務の円滑な

執行、当面の課題

への取組などを

十分考慮した人

員配置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

人事異動基本方

針に基づく人事

配置の実施状況 

〈評価の視点〉 

人事異動基本方針

に基づき、職員の

適性、各部署の業

務の円滑な執行、

当面の課題への

取組などを十分

考慮した人事配

置を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務実績報告書等参照箇所＞ 

２ 人事に関する計画 

（実績報告書P.142～149参照） 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

年度計画を達成し、着実に成果を上げ

ているためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜この業務の評定に至った理由＞ 

 いずれの項目も評定がＢであることを踏まえ、

「人事に関する計画」については中期目標に向か

って順調に実績を上げていると言えることから、

評定をＢとする。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 人事計画、人事異動基本方針に沿って人事異動

及び管理職登用の人事管理を適切に実施してお

り評価できる。よって、中期目標に向かって順調

に実績を上げており、自己評価に記載の内容で適

切な評価が行われていると認められることから、

評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

 特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

(1) 

○人事異動 

平成 28 年度の人事異動について

は、人事異動基本方針に基づき、職

員の適性、各部署の業務の円滑な執

行、業務改善状況、組織見直しの必

要性等について、各部署の課長職に

対してヒアリングを行い、これを参

考として適正な人員配置に努めた。 

○管理職登用 

管理職者の登用については、「平

成 28 年度管理職登用候補者の選考

について」に基づき、課長補佐職と

して 2 年以上の経験を有する者に

レポートの提出を課し、レポート内

容及び人事関係資料により選考を

行った。その結果、「管理職登用候

補者名簿」に登載された者の中か
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(2) 優れた人材を

確保するため採

用方法の充実を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 文部科学省文

教団体職員採用

試験の活用のほ

か、多様な方法に

より優れた人材

の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

文部科学省文教

団体職員採用試

験の活用、その他

の方法による人

材確保の実施状

況 

〈評価の視点〉 

優れた人材を確

保するために、多

様な方法による

採用の実施に努

めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら、理事長が管理職に登用した。 

 

(2)文部科学省文教団体職員採用試験を

行ったほか、資格や専門的な能力を有

する者等を随時採用するなど優れた

人材の確保に努めるため、以下の取組

みを行った。 

○文部科学省文教団体職員採用試験

を実施（8 月 30 日） 

・文部科学省文教団体職員採用試験

は、文部科学省が所管する独立行政

法人・財団法人等のうち文教関係団

体 9 団体で組織し、統一試験とし

て実施している。 

   また、医歯系大学からの経営相談

への対応や、大学等の教育情報等に

関する研究・分析を行うために、 資

格や専門的な能力を有する優れた

人材の採用を行うにあたり、文部科

学省文教団体職員採用試験以外の

採用方法を取った。 

○採用状況 

・27 年 4 月に 4 人（うち助成業務へ

の配属は 1 人：26 年度文部科学省文

教団体職員採用試験合格者）、27

年 11 月に 2 人（うち助成業務 0 人：

27 年度文部科学省文教団体職員採

用試験合格者）、12 月に 1 人（うち

助成業務 0 人：27 年度文部科学省文

教団体職員採用試験合格者）を採用

した。 

・28 年 4 月採用予定者 6 名（27 年度

文部科学省文教団体職員採用試験

合格者）に対し、内定通知の発送、

内定者連絡会の開催及び採用前健

康診断を行った。 

・医歯系大学の経営相談に対応するた

めの専門職として、25 年 4 月より引

き続き、任期付契約職員 1 名を採用

している。 

・教育情報等の研究・分析を行うため

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

年度計画を達成し、着実に成果を上げ

ているためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 文部科学省文教団体職員採用試験や独自の職

員採用試験の実施、任期付き専門職員採用のほ

か、学校法人との人事交流など多様な方法により

人材の確保に努めている。よって、中期目標に向

かって順調に実績を上げており、自己評価に記載

の内容で適切な評価が行われていると認められ

ることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

 特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 
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(3) 計画的に研修

を行うなど職員

の資質向上を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 今後の事業団

に必要な人材を

育成するという

観点に立った工

夫を加えつつ、研

修実施要領に基

づき、一般研修と

して管理職研修、

係長・主任研修、

新入職員研修、人

事院式監督者研

修等を、専門研修

として実務研修、

派遣研修を引き

続き実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

研修実施要領に

基づいた研修の

実施状況 

〈評価の視点〉 

今後の事業団に

必要な人材を育

成する観点にた

った計画的な研

修を実施してい

るか 

 

の専門員として、27 年 2 月より引き

続き、任期付契約職員 1 名を採用し

た。 

○ 学校法人との人事交流を実施 

・学校法人との人事交流（事業団から

学校法人への交流派遣及び学校法

人からの交流採用を 1 名ずつ）を実

施した。 

・事業団が受け入れた交流採用者は、

私学経営情報センター私学情報室

に配属した。 

 

（3）日本私立学校振興・共済事業団職

員研修実施要領（12年5月29日理事長

決裁）に基づき、職務と責任の遂行に

必要な知識、技能等を修得させ、その

他必要な職員の能力、資質等を向上さ

せるために組織的かつ計画的に以下

の研修を行った。 

○ 新任管理職研修 

（ 5 月 11 日： 4 人（うち助成業務 2

人）） 

・新たに課長職に就任した職員に対し

て、管理職としての責任の遂行に必

要な知識、技能等を修得させること

を目的として実施した。研修内容

は、「セクハラ・パワハラ防止」「理

事講話」「メンタルヘルス・労務管

理」等である。 

・研修効果を確認するため、アンケー

トを実施した。その結果、管理職と

しての職務の遂行、部下への対応に

必要な知識、技能等が修得されてお

り、本研修の効果が確認された。 

○ 新入職員第一次研修 

（ 4 月 1 ～ 6 日：4 人（うち助成業

務 1人）) 

（11 月 2 ～ 6 日：2 人（うち助成 

業務 0人）) 

（12 月 1 ～ 2 日：1 人（うち助成業

務 0人）) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

年度計画を達成し、着実に成果を上げ

ているためＢため。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

 事業団職員研修実施要領に基づき、新任管理職

研修、新入職員研修、その他勉強会など今後の私

学事業団に必要な人材を育成する観点にたった

計画的な研修を実施していると認められる。よっ

て、中期目標に向かって順調に実績を上げてお

り、自己評価に記載の内容で適切な評価が行われ

ていると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

 特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 
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・4 月、11月及び12月採用の職員に

対し、職員としての服務及び労働

条件に関する諸規程の周知を図る

とともに、社会人としてのビジネ

スマナーやビジネススキルの向上

を目的として実施した。 

・研修効果を確認するため、アンケ

ートを実施した。その結果、社会

人としてビジネスマナーの重要性

や、組織の中での役割や協調性等

が十分に理解されており、本研修

の効果が確認された。 

○ 新入職員第二次研修  

(7 月 8 ～ 10 日：7 人（うち助成 

業務 1人）) 

・当該第二次研修は、採用後 1 年未

満の職員に対し、事業団の各業務に

おける職務の概要の修得を目的と

して実施した。 

・研修効果を確認するため、アンケー

トを実施した。その結果、所属部署

以外の業務内容を知る機会となり、

これらに深く関心を持つとともに、

他部署とのつながりや事業団の全

体像の把握に役立つなど、本研修の

効果が確認された。 

○ 文部科学省文教団体共同職員研修

会 

( 9 月  2  ～  4 日：3 人（うち助成業務 1  

人）) 

(10 月  7  ～ 9 日：3 人（うち助成業務 1 

人）) 

・中間管理者（係長）を対象に、業務

の遂行及び部下を管理・監督するた

めに必要な知識・技能を修得させ、

組織全体の業務の向上と運営の能

率化及び職場の円滑な人間関係の

確保を図ることを目的として実施

した。 

・研修効果を確認するため、アンケー

トを実施した。その結果、ロールプ
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レーを取り入れるなど、職場におけ

る円滑な人間関係の確保を図り、担

当部署において的確に業務を遂行

する能力の養成に役立つなど、本研

修の効果が確認された。 

○ 私立学校の活性化に向けた勉強会 

第1 回( 7 月 3日: 53人) 

第2 回( 7 月23日: 54人) 

第3 回( 8 月31日: 49人) 

第4 回( 9 月24日: 34人) 

第5 回(10 月 6日: 55人) 

第6 回(12 月14日: 65人) 

第7 回(28年1月14日: 65人) 

第8 回(28年1月28日: 48人) 

第9 回(28年2月19日: 66人) 

・当該研修は、私立学校の教育条件・

経営の改善に向けた様々な取組を

支援するために、改善方策の考え

方、改革の実践などを学び、私学の

現状を把握し、私学経営情報センタ

ー職員が行う経営相談等の業務に

資することを目的として実施した。 

・実施に際しては、以下の事項に留意

した。 

* 私立学校関係者を含む外部講師に

よる実践的な講義内容であるため、

私学経営情報センター職員以外の

事業団役職員にも参加の機会を与

えた。 

* 今 後 の 事 業 団 に 必 要 な 人 材 を 育 

成するという観点に立ち、部長会、

課長会で周知するとともに全役職

員が閲覧できるポータルサイトで

アナウンスをすることにより、職員

の参加を促した。 

・研修効果を確認するため、アンケー

トを実施した。その結果、外部講師

による研修は、時事問題や民間での

意識・見解を知ることができ、私立

学校法人が直面する課題の解決に

参考になるなど、本研修の効果が確
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認された。 

ハラスメント研修 

・職場環境の維持・改善を目的として

全職員を対象とした研修を行った。 

第1 回( 12月7日: 62人) 

第2 回( 12月9日: 40人) 

・研修効果を確認するため、アンケー

トを実施した。その結果、日常業務

を行う中で、どのようなことに気を

つければ良いか、内容や対策を良く

理解することができ、改めて留意し

なければならないと認識したなど、

本研修の効果が確認された。 

○ 個人番号利用事務実施者研修 

・マイナンバーの適切な管理について

全職員を対象とした研修を行った。 

第1 回(28年1月13日: 65人) 

第2 回(28年1月18日: 74人) 

・研修効果を確認するため、アンケー

トを実施した。その結果、個人番号

の取扱いは非常に慎重にしなけれ

ばならない、内容を良く理解するこ

とができたなど、本研修の効果が確

認された。 

○ 職員内部研修 

・助成業務の財務内容や収益の構造、

貸付債権に対する自己査定基準や

貸倒引当金の仕組みについて、全職

員を対象とした研修を行った。 

第1 回(28年3月 9日: 45人) 

第2 回(28年3月14日: 54人) 

・研修効果を確認するため、アンケー

トを実施した。その結果、助成業務

について知識を深められた、財政の

仕組みがよく理解できたなど、本研

修の効果が確認された。 

○ 簿記研修 

・助成業務全般に共通した知識である学校

法人会計を理解する上で最低限必要と

なる知識を修得することを目的として

実施した。 
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・研修内容 

* 場 所：大原学園東京水道橋校 

* 講座名：簿記 3 級基礎講義 

* 実施日：11月19日～12月21日 

* 受講者数：1人 

○ ビジネス実務法務研修 

・助成業務全般に共通した知識であるコン

プライアンス（法令遵守）能力を養うこ

とを目的として実施した。 

・研修内容 

* 講座名：ビジネス実務法務検定3級 

通信講座 

* 受講者数：4人 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅴ）５－３ 研修等助成に関する計画 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
― 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － － －   － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 私立学校教育の

振興上必要と認め

られる教職員の研

修等に対する助成

事業の充実を図る。 

私立学校教育の

振興上必要と認め

られる教職員の研

修等に対する助成

事業の充実を図る。 

私立学校教育の

振興上必要と認め

られる教職員の研

修等に対する助成

事業の充実を図る。 

 

 

〈主な定量的指標〉 

なし 

〈その他の指標〉 

私立学校教育の

振興上必要な教

職員研修への助

成事業の充実へ

の取組状況 

〈評価の視点〉 

私立学校教育の振

興 上 必 要 と 認 め

ら れ る 教 職 員 の

研 修 等 に 対 す る

助 成 事 業 の 充 実

を図ったか。 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

３ 研修等助成に関する計画 

（実績報告書P.150～152 参照） 

〈評定と根拠〉 

評定：Ｂ 

年度計画どおり私立学校教育の振興上必

要と認められる教職員の研修等に対する

助成金の交付及び厚生年金勘定への繰り

入れを行ったためＢとした。 

 

〈課題と対応〉 

なし 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 年度計画どおりの助成事業を実施することに

より、私立学校教育の振興上必要と認められる教

職員研修等の充実を図っていると言える。よっ

て、中期目標に向かって順調に実績を上げていお

り、自己評価に記載の内容で適切な評価が行われ

ていると認められることから、評定をＢとする。 

＜今後の課題＞ 

 特になし 

＜その他事項＞ 

 評価について、有識者からは異存なし。 

＜主要な業務実績＞ 

26 年度当期総利益の処分（単位：円） 

当期総利益    657,691,093 円 

助成金     236,625,000 円 

長期勘定へ繰入 140,502,000 円 

積立金     280,564,093 円 

文部科学大臣決算承認 

・ 8 月 20 日 

○ 研修事業に対する助成金の交付 

・一般社団法人私学研修福祉会が実施する

研修事業について 236,625 千円の助成金

交付を行った。（11 月 20 日） 

○ 厚生年金勘定への繰り入れ 

・共済業務が行う年金等給付事業（厚生年

金勘定）については、対象事業費の減少

（9,063 千円）に伴い、必要額として依頼

のあった 131,439 千円の繰入を行った。

（28 年 3月 25 日） 
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４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

（Ⅴ）５－４ 中期目標期間を超える債務負担 

当該項目の 

重要度、難易度 
－ 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 （参考情報） 

－ － － － － －    － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  なし なし ＜主な定量的指標＞ 
なし 
 

＜その他の指標＞ 
なし 
 

＜評価の視点＞ 
中期目標期間を超

える債務負担は有る
か。有る場合は、そ
の理由は適切か。 

 

債務負担なし 債務負担なし 評定 － 

－ 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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